
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年６月 

 

 

 

 
 

 

令和５年度業務実績等報告書 



目  次 

 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

 

＜１.公害健康被害の補償に関する業務＞ 

（資料_補償 1）公害健康被害補償制度の概要 ····································· １ 

（資料_補償 2-①）汚染負荷量賦課金申告件数及び申告額の年度別推移 ·············· ２ 

（資料_補償 2-②）汚染負荷量賦課金の業種別申告額の年度別推移 ·················· ２ 

（資料_補償 3）都道府県別汚染負荷量賦課金の徴収決定状況 

／申告方式別汚染負荷量賦課金の徴収決定状況 ···················· ３ 

（資料_補償 4）汚染負荷量賦課金申告書等の審査結果 ····························· ４ 

（資料_補償 5-①）旧第一種地域 被認定者数の年度別推移 ························· ５ 

（資料_補償 5-②）旧第一種地域 補償給付費納付金の年度別推移 ··················· ５ 

（資料_補償 6）旧第一種地域 公害保健福祉事業費納付金の年度別推移 ·············· ６ 

（資料_補償 7-①）補償給付費及び公害保健福祉事業費納付金の種類別納付状況 

（旧第一種地域） ············································· ７ 

（資料_補償 7-②）補償給付費及び公害保健福祉事業費納付金の種類別納付状況 

（第二種地域） ··············································· ８ 

 

＜２.公害健康被害の予防事業に関する業務＞ 

（資料_予防 1）調査研究の評価方法について ····································· ９ 

（資料_予防 2）第 13 期（令和５年度）環境保健分野に係る調査研究概要 

／令和５年度環境改善分野に係る調査研究概要 ···················· 10 

（資料_予防 3）令和５年度研修事業実施状況 ····································· 12 

（資料_予防 4）令和５年度 知識の普及事業実施状況 ····························· 13 

（資料_予防 5）意見交換を実施した団体 ········································· 15 

（資料_予防 6）令和５年度 ソフト３事業等実施状況 ······························ 16 

（資料_予防 7）ソフト３事業の事業実施効果の測定・把握のための調査 

及び事業改善に向けた検討状況 ·································· 17 

（資料_予防 8）ソフト３事業の事業実施効果の測定・把握のための調査報告－抜粋－ 

（令和５年度本格調査結果－中間報告－） ·························· 18 

（資料_予防 9）公害健康被害予防基金債券運用状況 ······························· 20 

  



＜３.民間環境保全活動の助成及び振興（地球環境基金事業）＞ 

（資料_地球 1）助成事業に関するフォローアップ調査結果（2023 年度） ············ 21 

（資料_地球 2）2023 年度地球環境基金助成事業の事後評価（書面評価）結果概要 ···· 46 

（資料_地球 3）2023 年度助成金分野別件数内訳／2023 年度助成金重点分野内訳 ······ 50 

（資料_地球 4）令和 6（2024）年度地球環境基金助成金交付要望審査に当たっての 

重点配慮事項 ·················································· 52 

（資料_地球 5）地球環境基金助成金 助成金額・件数の推移 ························ 55 

（資料_地球 6）第９回全国ユース環境活動発表大会 ······························· 56 

（資料_地球 7）若手プロジェクトリーダー育成人数の推移 ························· 57 

（資料_地球 8）令和 5年度 振興事業 研修・講座実施状況一覧 ····················· 58 

 

＜４.ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理の助成＞ 

（資料_PCB1）ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物処理基金業務の概要 ··············· 59 

（資料_PCB2）高濃度 PCB 廃棄物の地域別処分期間等 ······························ 60 

 

＜５.維持管理積立金の管理＞ 

（資料_維持 1）維持管理積立金管理業務の概要 ··································· 61 

 

＜６.石綿による健康被害の救済に関する業務＞ 

（資料_石綿 1）申請書等の受付状況と認定等状況（令和５年度） ··················· 62 

（資料_石綿 2）審査中の案件に係る状況（令和５年度） ··························· 65 

（資料_石綿 3）認定申請書及び特別遺族弔慰金等請求書の受付状況（令和５年度） ··· 66 

（資料_石綿 4）認定申請書及び特別遺族弔慰金等請求書の受付状況 

（法施行日から令和６年３月 31 日までの累計） ····················· 67 

（資料_石綿 5）医療費及び特別遺族弔慰金等の支給に係る認定状況（令和５年度） ··· 68 

（資料_石綿 6）医療費及び特別遺族弔慰金等の支給に係る認定状況 

（法施行日から令和６年３月 31 日までの累計） ····················· 69 

（資料_石綿 7）認定等に係る処理日数（令和５年度） ····························· 70 

（資料_石綿 8）保健所説明会等実績（令和５年度） ······························· 72 

（資料_石綿 9）救済給付の支給件数・金額（経年変化）（平成 18年度～令和５年度） · 73 

（資料_石綿 10）被認定者等アンケート概要（令和５年度） ························ 74 

（資料_石綿 11）主な広報実績（令和５年度） ···································· 76 

（資料_石綿 12）石綿健康被害救済制度ホームページアクセス数（令和５年度） ······ 80 

（資料_石綿 13）窓口相談・無料電話相談件数（令和５年度） ······················ 81 

（資料_石綿 14）特別遺族弔慰金等の周知実績（令和５年度） ······················ 82 

（資料_石綿 15）学会等におけるセミナー実績（令和５年度） ······················ 83 



 

＜７.環境の保全に関する研究及び技術開発等の業務＞ 

（資料_SIP1）令和５年度戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の実施方針 ··· 84 

（資料_SIP2）SIP 第３期の事前評価フォローアップを踏まえた追加予算配分について · 88 

（資料_SIP3）令和６年度戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の実施方針 ··· 91 

（資料_SIP4）令和６年度予算配分（案） ········································ 94 

（資料_推進 1）環境研究総合推進費 令和６年度新規課題公募要領（抜粋版） ······· 95 

（資料_推進 2）環境研究総合推進費 令和６年度新規採択研究課題 ················ 101 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（資料_共通 1）予算と決算の対比／経費削減及び効率化目標との関係 ·············· 106 

（資料_共通 2）計画額及び実績額（令和５年度） ································ 108 

（資料_共通 3）令和５年度独立行政法人環境再生保全機構 

調達等合理化計画の実績及び自己評価 ···························· 118 

 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

（資料_共通 4-①）簡潔に要約された財務諸表（法人全体） ······················· 121 

（資料_共通 4-②）財務情報 主要な財務データの経年比較 ······················· 123 

（資料_共通 5）令和５年度運用方針 ············································ 124 

 

第８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

（資料_共通 6）内部統制の推進に関する組織体制（R5.3～） ······················ 126 

（資料_共通 7）令和５年度実施研修 ············································ 127 

（資料_共通 8）令和５（2023）年度環境配慮のための実行計画 ···················· 129 

 

参考資料 

 （参考 1）令和５年度その他の項目における業務実績等 ························· 134 

 （参考 2）第４期中期目標・第４期中期計画・令和５年度計画（抜粋） ··········· 136 



 

 

公害健康被害補償制度の概要 
  
［制度の発足］ 昭和 49 年 9月（昭和 63年 3月改正法施行） 

［制度の趣旨］  本来当事者間で民事上の解決が図られるべき公害健康被害について

補償を行い、被害者の迅速・公正な保護を図るものです。 

なお、昭和 63 年 3 月の制度改正により旧第一種地域（41 地域）の

指定解除を行うとともに、新たな患者の認定は行われていません。 

［制度の内容］  公害健康被害補償制度は、補償給付及び公害保健福祉事業に必要な

費用の相当分（汚染負荷量賦課金、特定賦課金）をばい煙発生施設等

設置者又は特定施設等設置者から徴収し、それを公害に係る健康被害

発生地域の都道府県等（46 県市区）に納付するというものです。 

［本制度の概要］ 
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汚染負荷量賦課金申告件数及び申告額の年度別推移 
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汚染負荷量賦課金の業種別申告額の年度別推移 
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 都道府県別汚染負荷量賦課金の徴収決定状況

（単位：件、千円）

件　数 金　　額 件　数 金　　額
北 海 道 502  2,702,127  502  2,566,381  
青 森 96  227,388  94  181,755  
岩 手 109  132,951  108  129,158  
宮 城 132  198,919  132  186,592  
秋 田 106  179,172  105  206,814  
山 形 77  109,501  77  101,601  
福 島 143  627,232  142  646,584  
茨 城 213  1,117,533  212  1,200,979  
栃 木 159  140,580  159  136,914  
群 馬 132  139,884  132  129,587  
埼 玉 283  149,083  283  137,839  
千 葉 269  1,177,137  270  1,094,051  
東 京 660  593,828  659  561,251  
神 奈 川 399  1,213,355  399  1,202,462  
新 潟 177  347,033  177  323,341  
富 山 120  235,191  121  231,195  
石 川 64  34,766  64  33,669  
福 井 68  143,487  68  133,616  
山 梨 45  14,617  45  12,987  
長 野 127  72,692  129  68,219  
岐 阜 150  201,268  151  188,536  
静 岡 328  437,352  329  417,711  
愛 知 600  2,549,316  601  2,338,639  
三 重 162  935,029  162  887,467  
滋 賀 109  107,036  109  102,724  
京 都 126  97,697  125  88,035  
大 阪 544  810,789  544  766,292  
兵 庫 389  865,092  390  898,055  
奈 良 65  29,499  65  28,082  
和 歌 山 72  346,252  71  348,343  
鳥 取 35  70,948  35  70,856  
島 根 63  95,562  63  86,988  
岡 山 186  2,080,438  186  2,051,175  
広 島 186  1,015,262  186  871,601  
山 口 153  1,066,127  155  968,024  
徳 島 56  169,855  56  157,574  
香 川 69  452,848  70  436,382  
愛 媛 93  664,797  93  563,470  
高 知 38  57,008  38  52,683  
福 岡 268  1,117,405  268  1,071,414  
佐 賀 59  115,959  59  108,102  
長 崎 64  404,567  64  380,478  
熊 本 102  96,636  101  83,998  
大 分 91  1,335,764  90  1,257,244  
宮 崎 70  464,748  70  386,900  
鹿 児 島 89  168,012  89  159,777  
沖 縄 61  405,530  61  338,476  

計 8,109  25,717,271  8,109  24,394,021  
過 年 度 分 7  10,108  10  892  
合 計 8,116  25,727,379  8,119  24,394,912  

　　　　

区 分
令和５事業年度令和４事業年度

 申告方式別汚染負荷量賦課金の徴収決定状況

（単位：件、千円）

区 分

件　数 比率（％） 金　額 比率（％） 件　数 比率（％） 金　額 比率（％）

オンライン申告 6,021 74.3 21,664,516  84.2 6,314 77.9 22,396,581  91.8

FD ・ CD 申 告 340 4.2 2,707,644  10.5 251 3.1 934,869  3.8

電 子 申 告 6,361 78.4 24,372,160  94.8 6,565 81.0 23,331,450  95.6

用 紙 申 告 1,748 21.6 1,345,111  5.2 1,544 19.0 1,062,571  4.4

合 計 8,109 100.0 25,717,271  100.0 8,109 100.0 24,394,021  100.0

（注）１．令和４年度の数値は令和５年３月末、令和５年度の数値は令和６年３月末の数値である。

　　　２．金額の計欄の数値と合計の数値は、四捨五入しているため一致しない場合がある。

令和５事業年度令和４事業年度
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汚染負荷量賦課金申告書等の審査結果 

 

 

 「汚染負荷量賦課金申告書審査事務取扱達」及び「汚染負荷量賦課金申告書審査

の手引」に基づいて、申告書等の審査を行った。 

なお、申告書審査において、審査件数 8,109 件のうち 318 件の端数処理誤りや

転記誤り等があった。残りは適正な申告が行われていた。 

 
申告書等の審査結果 

 
審査件数 備  考 

申  告  書 8,109 件  

名称等変更決議 265 件 ＊1 

申告書送付先変更決議 302 件 ＊2 

納付義務者判定決議 78 件 
合併・譲渡・会社分割等 

による納付義務者判定 

＊1 事業所の名称や住所の変更、会社の合併や分社化等による名称等変更届出書の処理 

＊2 事業所の移転や閉鎖等による申告書送付先変更処理 

 

 

令和５年度申告内容誤り件数 
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旧第一種地域 被認定者数の年度別推移 
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旧第一種地域 補償給付費納付金の年度別推移 
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旧第一種地域 公害保健福祉事業費納付金の年度別推移 

 

 

資料_補償6

-6-



　補償給付費及び公害保健福祉事業費納付金の種類別納付状況（旧第一種地域）
　

（単位：千円、％）

令和４事業年度 令和５事業年度

金　額 構成比 金　額 構成比

補償給付費 31,432,235 100.0 30,591,334 100.0 97.3  

療養の給付及び療養費 10,041,779 31.9  9,853,991 32.2  98.1  

障害補償費 16,655,222 53.1  16,100,214 52.6  96.7  

遺族補償費 1,332,881 4.2  1,291,241 4.2  96.9  

遺族補償一時金 576,475 1.8  581,538 1.9  100.9  

児童補償手当 － － － － －

療養手当 2,727,739 8.7  2,657,023 8.7  97.4  

葬祭料 98,139 0.3  107,338 0.4  109.4  

公害保健福祉事業費 56,477 58,316 103.3  

納付対象総事業費 (75,324) 100.0  (77,783) 100.0  103.3  

リハビリテーション事業費 (7,607) 10.1  (8,135) 10.5  106.9  

転地療養事業費 (2,345) 3.1  (2,193) 2.8  93.5  

療養用具支給事業費 (0) 0.0  (0) 0.0  －

家庭療養指導事業費 (32,248) 42.8  (33,643) 43.3  104.3  

インフルエンザ予防接種費用助成事業 (33,124) 44.0  (33,812) 43.4  102.1  

計 31,488,712 － 30,649,650 －

（注）１　金額は４月の納付金確定時点での値である。

　　　２　金額、構成比欄の値は、各給付毎に四捨五入しているので、これらを合計しても計欄

      　　の値とは一致しない場合がある。

      ３（　）書きは、公害保健福祉事業費の納付対象事業費を示す。

　　　４　公害保健福祉事業費の機構納付額は、補償法第48条第２項の規定に基づき納付対象

　　　　　総事業費の３/４の額であり、残りの１/４の額は、地方公共団体の負担である。

区　　分 対前年度比
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　 補償給付費及び公害保健福祉事業費納付金の種類別納付状況（第二種地域）
　

（単位：千円、％）

金　額 構成比 金　額 構成比

補償給付費 43,423 100.0　 42,057 100.0　 96.9  

療養の給付及び療養費 3,721 8.6　 4,213 10.0　 113.2　

障害補償費 32,226 74.2　 30,930 73.6　 96.0　

遺族補償費 3,008 6.9　 2,995 7.1　 99.6  

遺族補償一時金 0 0.0　 0 0.0　 －

児童補償手当 － － － － －

療養手当 4,468 10.3　 3,918 9.3　 87.7　

葬祭料 0 0.0　 0 0.0　 －

公害保健福祉事業費 2,511 1,757 70.0　

納付対象総事業費 (3,349) 100.0　 (2,344) 100.0　 70.0　

リハビリテーション事業費 (0) 0.0　 (0) 0.0　 －

療養用具支給事業費 (539) 16.1　 (0) 0.0　 0.0　

家庭療養指導事業費 (2,810) 83.9　 (2,344) 100.0　 83.4　

計 45,934 43,814 －

（注）１　金額は４月の納付金確定時点での値である。

　　　２　金額、構成比欄の値は、給付毎に四捨五入しているので、これらを合計しても計欄

      　　の値とは一致しない場合がある。

      ３（　）書きは、公害保健福祉事業費の納付対象事業費を示す。

　　　４　公害保健福祉事業費の機構納付額は、補償法第48条第２項の規定に基づき納付対象

　　　　　総事業費の３/４の額であり、残りの１/４の額は、地方公共団体の負担である。

対前年度比区　分
令和５事業年度令和４事業年度
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調査研究の評価方法について 

 
 

１． 評価の区分 

 

（１）事前評価 ： 調査研究の実施が決定されるまでに実施する。 

（２）年度評価 ： 各年度の調査研究の終了時（最終年度は除く）に実施する。 

（３）事後評価 ： 調査研究の最終年度終了後、調査研究成果が取りまとまり次第実施する。 

 

２． 評価軸 

 

各項目に係る評価は、基準となるＡ～Ｅの５段階評価結果を５点から１点に換算し、それぞれの

評価をした委員の数を乗じた値の平均点を算出している。 

   A：大変優れている（５点）、B：優れている（４点）、C：普通（３点）、 

   D：やや劣っている（２点）、E：劣っている（１点） 

 

評 価 軸 
（１） 

事前評価 

（２） 

年度評価 

（３） 

事後評価 

個

別

の

評

価

軸 

環境保健及び大気環境改善対策の推進

への貢献度 
○  ○ 

研究成果 

目標 

明確性、的確性 ○   

達成度  ○ ○ 

研究計画 
適切さ ○   

妥当性  ○ ○ 

研究内容の独自性 ○  ○ 

社会・経済に対する貢献度 ○  ○ 

総合評価 ○ ○ ○ 

   ※全体評価 ： 年度評価では個別の評価軸２項目と総合評価の平均 
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第 13 期（令和５年度）環境保健分野に係る調査研究概要 

調査研究課題名            調 査 研 究 の 概 要               
年度評価 

（全体評価） 

３分野６課題について採択 

 

＜分野Ⅰ＞ 

小児・成人ぜん息に関す

る調査研究 

 

１．小児ぜん息児のための

ICT を活用した自己管

理支援 

 

 

 

 

２．高齢ぜん息患者の療養

状況に関する問題点の

解明とその改善のため

の効果的な治療法の

策定 

 

 

 

３．重症ぜん息患者の増悪

予防策 

 

 

 

 

 

＜分野Ⅱ＞ 

ＣＯＰＤに関する調査研

究 

 

１．ＣＯＰＤ患者の自己管理

と重症化予防  

 

 

 

 

 

 

 

＜分野Ⅲ＞ 

気管支ぜん息・ＣＯＰＤ

の動向等に関する調査 

 

１．気管支ぜん息の動向等 

 

 

 

 

 

 

 

「新規ぜん息管理アプリケーション導入による小

児気管支ぜん息患者コントロール状態とアドヒ

アランスの変化」（大阪公立大学 濱崎 考史） 

・アプリ版のぜん息日記の有効性の評価及び

ICT の特性を活かした病診薬連携等について

検討を行う。 

 

「高齢ぜん息患者の療養状況に関する問題点

の解明とその改善のための効果的な治療方法

の策定」（国立病院機構東京病院 鈴川 真穂） 

・高齢ぜん息患者の治療や療養状況の実態を

もとに問題点を解明し、効果的な治療やその

効果測定に関する臨床研究に向けた計画案を

策定する。 

 

「表現型別のぜん息増悪因子の同定と長期予

後の解析」（帝京大学 長瀬 洋之） 

・重症ぜん息の増悪や呼吸機能低下に影響を

及ぼす因子を明らかにし、表現型別の長期予

後を明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

「ＣＯＰＤ患者に対する個別歩数目標値提供の

有用性検証と自己管理法の確立」（国立病院機

構和歌山病院 南方 良章） 

・COPD 患者の自己管理と重症化予防のため、

自己管理に有用なツールと重症化を予防する

ためのプログラム等の開発・運用を行い、検討

（検証）を行う。 

 

 

 

 

 

 

「小児気管支ぜん息の重症化予防と効果的寛

解導入を目指す多層的プログラム開発に関す

 

 

 

 

 

 

３．1 

 

 

 

 

 

 

３．８ 

 

 

 

 

 

 

 

４．６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．７ 
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調査研究課題名            調 査 研 究 の 概 要               
年度評価 

（全体評価） 

 

 

 

 

 

 

 

２．予防事業対象地域を含

む気管支ぜん息等の有

症率と動向等 

 

 

 

 

 

 

 

る研究」（国立病院機構三重病院 藤澤 隆

夫 ） 

・小児ぜん息の寛解導入、重症化予防と長期予

後の改善を目指し、ぜん息の進展レベルとニ

ーズに応じた新しい治療スキームの提案を行

う。 

 

「予防事業対象地域を含む気管支ぜん息等の

有症率と動向等に関する検討」（福岡市立病院

機構福岡市立こども病院 手塚 純一郎、国立

病院機構相模原病院 福冨 友馬） 

・予防事業対象地域を含む気管支ぜん息等の

有症率と動向を経年的な比較及び過去調査

結果との対照に適した疫学的手法を用いて実

態把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．２ 

 

令和５年度環境改善分野に係る調査研究概要 

 

調 査 研 究課 題名             調 査 研 究 の 概 要               
年度評価 

（全体評価） 

２課題について採択 

 

１．大気環境の改善に向

けた施策に関する調査

研究 

 

 

 

 

 

 

 

 
「地域ごとの光化学オキシダントに関する研究の
レビューとそのとりまとめに関する調査研究」（日
本環境衛生センター） 
・地域（関東、東海、関西、瀬戸内、九州）ごとの

オキシダント対策の立案に役立つように、光化

学オキシダントに関する過去の文献情報のレ

ビュー及び取りまとめを実施する。 

 

 

「地方公共団体におけるシミュレーションモデル

を活用した光化学オキシダント対策の検討に関

する調査研究」（福岡県保健環境研究所） 

・汎用性のあるモデルによる大気汚染シミュレー

ションを用いた、詳細な光化学オキシダントの予

報システムを構築する。 

 

 

 

４．３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．５ 
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令和５年度 研修事業実施状況 

 

コース名 実施時期 
受講 

者数 

修了 

者数 

受講者アンケート調査結果 

回答数 回答率 
受講者満足度 

（５段階評価で上位 

２段階までの評価） 

ソフト３事業研修 

 

９月～１０月 

 

33 人 25 人 25 人 75.8% 25 人 100% 

保健指導研修 

 

９月～１０月 

 

56 人 46 人 46 人 82.1% 45 人 97.8% 

呼吸ケア・リハビリテーショ

ンスタッフ養成研修 

 

１０月～１１月 742 人 520 人 520 人 70.1% 513 人 98.7% 

環境改善研修 
 

１１月～１２月 145 人 98 人 98 人 67.6% 90 人 91.8% 

ぜん息患者教育スタッフ養

成研修 

 

１１月～１２月 

１月～２月 

 

361 人 247 人 247 人 68.4% 246 人 99.6% 

アレルギー指導研修 

 

１１月～１２月 

１月～２月 

 

372 人 248 人 248 人 66.7% 247 人 99.6% 

呼吸ケア・リハビリテーショ

ン手技実習会 
１０月 41 人 41 人 40 人 97.6% 40 人 100% 

計 
 1,750 

人 

1,225 

人 
1,224 人 76.2% 

1,206 

人 
98.5% 

 

※ソフト３事業研修と保健指導研修については研修生の所属上長を対象として追跡アンケート調査

を実施し、次のとおりの結果となった。 

コース名 実施時期 
受講 

者数 

修了 

者数 

所属上長追跡アンケート調査結果 

回答数 回答率 
満足度 

（５段階評価で上位 

２段階までの評価） 

ソフト３事業研修 

 

９月～１０月 

 

33 人 25 人 18 人 54.5% 18 人 100% 

保健指導研修 

 

９月～１０月 

 

56 人 46 人 34 人 60.7% 34 人 100% 

計 
 

89 人 71 人 52 人 58.4% 52 人 100% 
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令和５年度 知識の普及事業実施状況 
 

 

 

１．ぜん息・COPD 電話相談事業 

（１）実施状況 

実施期間 相談時間 相談員 相談件数 

令和５年４月１日～ 

令和６年３月 31 日 
月～土（年末年始及び祝日を除く） 

10 時～17 時 専門医又は看護師 821 件 

 

（２）アンケート調査の結果  

相談件数 回答者数 回答率 ５段階評価で上位２段階までの評価 

821 人 741 人 90.3％ 720 人 97.1％ 

 

 

 

 

２．イベント等の実施 

○ぜん息患者団体との協働による「講演会及び呼気中一酸化窒素濃度（FeNO）測定・呼吸筋ストレッチ

体験会」の実施 

 毎年度実施している 10 の患者団体との「公害健康被害予防事業に関する連絡会」及び機構職員が患

者団体へ直接訪問による意見交換を踏まえ、患者団体と協働で、「呼気中一酸化窒素(FeNO)測定体験

会」を実施するとともに、「呼吸筋ストレッチ体操教室」及び専門医による講演会も同時開催しました。 

このイベントでは、人材バンク登録の理学療法士及び看護師を講師として選任したことで、人材バンク

の更なる活用を促進しました。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      呼気 NO 測定を体験する参加者                呼吸筋ストレッチ体操を体験する参加者 
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○生活情報誌「すこやかライフ」の発行及びｗｅｂ版「すこやかライフ」でのコラムの連載 

・ぜん息＆COPD のための生活情報誌「すこやかライフ」No.58 を発行。 

特集記事では、ぜん息の増悪因子である花粉症について予防・治療法を、医療最前線では、重症ぜ

ん息に使用可能な生物学的製剤を紹介しました。 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（すこやかライフ No.58） 

URL:https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/sukoyaka/index.php 

 
 

・Web 版「すこやかライフ」では、編集委員や専門医によるコラムを機構ホームページに月３回程度掲

載。ぜん息や COPD の増悪（発作）を予防し、生活の質（QOL）の維持・向上につながるセルフマネジ

メントについて、実際に取り組む上でのポイントなど、最新情報を発信しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（web 版すこやかライフ コラム） 

URL:https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/sukoyaka/column/ 
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意見交換を実施した団体 

 

本中期目標期間中に、公害健康被害補償制度と関係の深い患者団体、及びぜん息・

COPD の予防や健康回復に資する活動に取り組むＮＰＯ法人等、以下のとおり意見交換を

行った。 

 

１． 団名（１０団体） 

・全国公害患者の会連合会 

・公益財団法人 公害地域再生センター 

・公益財団法人 水島地域環境再生財団 

・NPO アレルギー児を支える全国ネット（アラジーポット） 

・NPO 法人 アレルギーを考える母の会 

・認定 NPO 法人 日本アレルギー友の会 

・NPO 法人 環境汚染等から呼吸器病患者を守る会（エパレク） 

・NPO 法人 相模原アレルギーの会 

・NPO 法人 日本呼吸器障害者情報センター（Ｊ-BREATH） 

・一般社団法人 アレルギー患者の声を届ける会 

 

２．開催日 

 ・令和元年 12 月 20 日 

 ・令和２年 12 月２日 

 ・令和３年 12 月６日 

 ・令和４年 12 月 14 日 

 ・令和５年 12 月 18 日 
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令和５年度 ソフト３事業等実施状況 

 

事業内容 
実施地方

公共団体

数 
実施状況 

金額 

（千円） 

環

境

保

健

事

業

 

ソ 

 

フ 

 

ト 

 

３ 

 

事 

 

業 

健康相談事業 42 

参加人数（人） 27,886 

79,572 

家庭訪問指導（人） 3,900 

ﾋﾟｰｸﾌﾛｰﾒｰﾀｰ（個） 32 

ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ（台） 130 

健康診査事業 25 
スクリーニング参

加人数（人） 
58,557 114,330 

機能訓練事業 23 

参加人数（人） 12,784 

92,174 

ﾋﾟｰｸﾌﾛｰﾒｰﾀｰ（個） 316 

小   計 参加人数（人） 99,227 286,076 

附帯事業 68,979 

医療機器等整備 

（助成）事業 
0 施設数 0 0 

小   計 355,055 

環
境
改
善
事
業 

計画作成事業 2 事業数 2 5,089 

大気浄化植樹 

（助成）事業 
1 植樹面積（㎡） 1,076.3 5,596 

小   計 10,685 

事務連絡等経費 4 

合   計 365,744 

※  ソフト３事業には自立支援型公害健康被害予防事業補助金も活用 

※※ 附帯事業は、自立支援型公害健康被害予防事業に附帯する事業として、ぜん息・COPD

電話相談事業など機構自らが実施する事業 
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ソフト３事業の事業実施効果の測定・把握のための調査 

及び事業改善に向けた検討状況 

 

46 地方公共団体におけるソフト３事業の事業対象者に対し、統一様式による調査票を用いて、

事業実施後及び事業実施２ヵ月後にアンケート調査を実施しており、令和元年度には調査項目の

整理をし、利用者負担軽減のために項目の削減と、地方公共団体の要望による項目の追加を行

い、令和４年度においても引き続き調査を行った。 

 令和４年度においても、得られたアンケートからは事業実施に伴う一定の効果を確認し、新しい

生活様式に対応した事業の効果的な実施のため、効果の測定・把握及び結果等の共有を行っ

た。   

令和５年度は、新型コロナウイルス感染症の流行以降、事業の実施方法が変化しつつある昨

今の状況を踏まえ、アンケート調査をより効率的に実施し、アンケート結果をより効果的に活用す

べく、オンラインによる事業の場合にはクラウド化を進めるなど、調査実施方法等の検討を開始し

た。 

  

 

 

平成21年度〜25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 5年度〜
見直し後の助成事業メニューの実施

効率的な実施方法の
検討（クラウド化等）

その他

検討会 （各年２回開催） （１回開催）（２回開催）（３回開催）（１回開催）（３回開催）

元年度〜

定量的な評価手法の検討
（評価指標の設定） 個別事業の評価手法の検討

評価票内容
の
見直し

評価手法の検討

効果の測定把握
システムを活用した調査の実施
（地方公共団体が入力集計）

事業効果の測定・把握調査
（機構が入力、集計）

ソフト3事業の全体評価 全体評価+個別評価

ソフト３事業を取り巻く環境
等の調査・分析

改訂後の調査票による調査

効果的な実施のための情報提供

事業
評価

効果
向上

事業実施状況の把握

グッドプラクティスの
抽出・周知

事業効果を把握評価するシステムの
開発提供 システムの活用（機構、地方公共団体）

集計システムの開発・
提供

調査結果の活用促進、事業の普及啓発等の推進

事業実施方法・事業内容の整理
（実施状況アンケート）

事業実施状
況の把握

事業企画・運営の参考となる情報
の
提供（事例集の製作・配布）

企画立案の支援（事例集
の改訂・配布）

情報提供の充実（地方公共団体による好事例の発表）

ソ
フ
ト
３
事
業
全
体
の
効
果
の
向
上
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ソフト３事業の事業実施効果の測定・把握のための調査報告 －抜粋－ 

（令和５年度本格調査結果 －中間報告－） 
（令和５年４月１日～令和６年３月末までの回収データを集計） 

 

 

１．行動変容 

 
 

２．ＱＯＬの変化（学校等の欠席や行事不参加の回数）  

 
 

３．知識の普及・気づき 

 

93.0 

90.6 

86.4 

96.7 

95.9 

36.2 

7.0 

9.4 

13.6 

3.3 

4.1 

63.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

健康相談子ども・事後（n=827）

健康相談成人・事後（n=437）

水泳教室・事後（n=317）

音楽教室・事後（n=30）

デイキャンプ・事後（n=44）

自己管理支援教室その他・事後（n=58）

行動変容あり 行動変容なし・不明

2.7 

40.0 

4.3 

0.7 

6.1 

28.6 

39.1 

8.0 

29.3 

52.2 

83.3 

1.4 

4.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

健康相談子ども・追跡（n=264）

水泳教室・追跡（n=140）

デイキャンプ・追跡（n=23）

減った（QOL向上） 増えた（QOL低下） かわらない 参加前も後もほとんどない 不明

79.9 20.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

健康診査（n=149）

知識の普及の効果あり 知識の普及の効果なし・不明
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４．コントロール状況の変化（症状の変化） 

 
 

 

6.4 

13.8 

37.9 

37.1 

46.7 

34.7 

26.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

健康相談子ども・追跡（n=264）

健康相談成人・追跡（n=24）

水泳教室・事後（n=317）

水泳教室・追跡（n=140）

音楽教室・事後（n=30）

デイキャンプ・事後（n=49）

デイキャンプ・追跡（n=23）

改善した
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公害健康被害予防基金債券運用状況 

 

1. 令和５年度購入債券 

(単位：百万、%) 

銘柄 購入額 表面利率 

第３０８回 日本高速道路保有・債務返済機構債券（ＳＯ） 100 1.148 

第４６回 東京都住宅供給公社債券（ソーシャルボンド） 100 1.444 

財投計 200  

第６３回 東京電力パワーグリッド 600 0.98 

日本貨物鉄道第４回（グリーンボンド） 100 1.37 

第６５回 東京電力パワーグリッド 200 0.74 

第６７回 東京電力パワーグリッド 700 1.6 

住友生命２０２３基金流動化株式会社第１回 100 0.705 

第４回 東京電力リニューアブルパワー（グリーンボンド） 100 1.2 

第３５回三菱ＵＦＪＦＧ期限前償還条項付劣後 100 1.204 

第６８回 東京電力パワーグリッド 400 0.988 

第７０回 東京電力パワーグリッド 300 2.2 

社債計 2,600  

合計 2,800  

 

2. 債券別運用状況(令和 6 年 3 月 31 日現在) 

(単位：百万円、%) 

 平均残高 構成割合 運用収入 平均利回り 

国債 8,257 18.28 150 1.82 

地方債 2,081 4.61 25 1.20 

政府関係機関債 17,618 39.00 223 1.27 

社債 17,216 38.11 143 0.83 

合計 45,173 100 540 1.20 

※四捨五入のため合計が合わない場合があります。 
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2023 年度助成金分野別件数内訳 

 

 

 

自然保護・保全・

復元, 28

（21.4%）

森林保全・緑化, 4

（3.1%）

環境保全型農業等, 

4（3.1%）

脱炭素社会形成・

気候変動対策, 18

（13.7%）

循環型社会形成, 9

（6.9%）

大気・水・土壌環境保

全, 4（3.1%）

総合環境教育, 30

（22.9%）

総合環境保全活動, 27

（20.6%）

復興支援等, 3

（2.3%）

その他の環境保全活動, 4, 

3.1%

活動分野別件数（国内）131件

自然保護・保全・復元, 5

（16.7%）

森林保全・緑化,

1（3.3%）

環境保全型農業等, 

5（16.7%）

脱炭素社会形成・気

候変動対策, 1

（3.3%）

循環型社会形成

5（16.7%）

大気・水・土壌環境保

全, 1（3.3%）

総合環境教育, 6

（20.0%）

総合環境保全活動, 5

（16.7%）

復興支援等, 1
（３.３％）

活動分野別件数（海外）30件

アジア

21 件（70.0%）

アフリカ

6 件（20.0%）

ラテンアメリカ, 1 

件（3.3%）

大洋州中東その他, 

2 件（6.7%）

海外案件 地域別件数
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○2023年度助成金重点分野内訳

重点分野の項目 活動数

脱炭素社会形成・気候変動対策 18

生物多様性保全 66

自然保護・保全・復元 31

森林保全・緑化 5

砂漠化防止 0

環境保全型農業 9

総合環境保全 19

その他の環境保全活動 2

循環型社会形成 17

有害物質の被害防止 3

復興支援 4

パートナーシップに基づく活動 1

環境・経済・社会の持続可能性 46

SDGｓ 4

経済社会 5

ESD、総合環境教育 37

地域循環共生圏 2

0

1

158

交付決定した161件中の割合 98.14%

国際的な視点を持つ活動

合計

大阪・関西万博に関連する活動
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令和 6（2024）年度地球環境基金助成金交付要望審査に当たっての重点配慮事項 

 

2050 年カーボンニュートラルの実現や 30by30 目標の達成に資するため、2024 年度助成金交

付要望においては、以下の 10 項目のうち、活動分野の配慮事項の「①脱炭素社会形成・気候

変動対策に資する活動への支援」及び「②生物多様性の保全に資する活動への支援」の２項目

に係る活動を特に重視し要望審査を行うことといたします（２項目には◎を付しています）。 

 

【活動分野の配慮事項】 

① 脱炭素社会形成・気候変動対策に資する活動への支援（◎） 

2015 年（平成 27 年）パリで開催された気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）では、

2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組であるパリ協定が合意、2016 年

（平成 28 年）に発効し、取組が始まっています。「気候変動に関する政府間パネル（以下「IPCC」

という。）第 6 次評価報告書の第１～３作業部会報告書が 2021 年 8 月から 2022 年 4 月にかけて

順次公表され、2023 年３月には統合報告書が公表されました。これら報告書では、気候変動の深

刻さ、対策の緊急性が改めて指摘されています。 

日本では地球温暖化対策推進計画において、「2030 年度の目標として 2013 年度比 46%を削減す

る」とされており、2030 年度までに全国各地の 100 以上の地域で脱炭素を目指す「脱炭素先行地

域」を選定しています。（これまでに全国 32 道府県 83 市町村の 62 提案が「脱炭素先行地域」に

選定。」 

また、気候変動適応法においては、国、地方公共団体、事業者、国民が気候変動適応の推進の

ため担うべき役割を明確化するとともに、国が農林水産業や水環境・水資源、自然災害等の各分

野の適応を推進する気候変動適応計画を策定しております。さらに、令和５年４月の気候変動適

応法の改正では、熱中症対策に関する関係主体の役割についての具体化しております。 

こうした地域脱炭素の取組は、その実現のために、私たち一人一人が主体となって今ある技術

で取り組めるものであり、地域の経済活性化、地域課題の解決にも貢献するものです。 

このような状況を踏まえ、脱炭素社会の実現に向けた仕組みづくり、温室効果ガスの排出削減

に向けた活動など、「脱炭素社会」の実現に向けた取組、気候変動への適応に関する活動につい

て積極的に支援していきます。 

 

② 生物多様性の保全に資する活動への支援 （◎） 

 令和４年 12 月にカナダ・モントリオールにおいて開催された生物多様性条約第 15 回締約国会

議（COP15）では、2010 年に採択された愛知目標の後継となる、2030 年までの世界目標「昆明・

モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。 

我が国ではこれに先立ち生物多様性国家戦略の見直しの検討を進めてきており、令和５年３月

に「生物多様性国家戦略 2023-2030」の閣議決定を行い、2030 年のネイチャーポジティブ（自然

再興）の実現を目指し、地球の持続可能性の土台であり人間の安全保障の根幹である生物多様性･

自然資本を守り活用するための戦略と位置付けております。 

また、生物多様性損失と気候危機の「２つの危機」への統合的対応や 30by30 目標の達成等の取

組により健全な生態系を確保し、自然の恵みの維持回復、自然資本を守り活かす社会経済活動が

ポイントとして挙げられており、そのためには、保護地域以外で生物多様性の保全に資する地域

（OECM：Other Effective area-based Conservation Measures）を設定し、保全を進めることも

重要となっています。 

このような 2030 年のネイチャーポジティブに貢献するための個々の活動のほか、森里川海のつ

ながりを確保しその恵みを持続的に引き出すための活動や、生物多様性の価値を社会に浸透させ
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る活動など、関係者の連携のもと実施される様々な活動を積極的に支援していきます。 

 

③ 循環型社会の形成に資する活動への支援 

  2018 年（平成 30 年）6 月に閣議決定された「第四次循環型社会形成推進基本計画」及び 2019

年 5 月に策定された「プラスチック資源循環戦略」を踏まえ、多様な主体の連携・協働による地

域内での循環に向けた取組や、3R(リデュース・リユース・リサイクル)に加えて、再生可能資源

への代替え(Renewable）、マイクロプラスチックを含む海洋ごみ対策、ライフサイクル全体にお

ける徹底的な資源循環、アジア各国における適正な国際資源循環体制の構築に向けた活動、廃棄

物の適正処理及び不法投棄撲滅のための活動など、循環型社会形成に資する活動への支援を進め

ていきます。 

 

④ 有害物質による被害防止のための取組 

 水銀に関する水俣条約の実施のための取組、化学物質対策に関する 2020 年目標（WSSD2020 年

目標）達成に向けた取組、アスベスト飛散防止など、有害物質によるリスクを低減し、被害を防

止することは、重要な課題です。こうした視点から、リスク低減、被害防止のための活動への支

援を進めていきます。 

 

【分野横断的な活動に対する配慮事項】 

① パートナーシップ（協働）に基づく環境保全活動への支援  

地域の多様な環境問題の解決については、市民、民間団体、事業者、行政等の各主体が適切な

役割分担をしつつ、対等の立場で相互に協力して行う協働取組の推進が重要であることから、各

主体間において 目的・目標の共有化、対等性、相互理解、信頼性などが確保されたパートナー

シップによる活動について重点的に支援していきます。また、パートナーシップによる活動をベ

ースとして、各地域がその特性を活かした強みを発揮し、地域ごとに異なる資源が循環する自立・

分散型の社会を形成しつつ、それぞれの地域の特性に応じて近隣地域等と共生・対流し、より広

域的なネットワークを構築していくことで、地域資源等を補完し支え合う地域循環共生圏の創造

に繋がる活動についても重点的に支援していきます。 

さらに、類似分野で活動する団体などが連携してネットワーク化を図る活動及びパートナーシ

ップ推進の基礎として重要な環境ＮＧＯ・ＮＰＯを支援する活動（中間支援的な活動）について

も積極的に支援していきます。 

 

② 環境・経済・社会の持続可能性を目指した活動への支援 

2015 年 9 月の国連総会において、2030 年に向けた世界の行動計画である 2030 アジェンダとそ

の目標である持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals :SDGs）が採択されました。 

また、持続可能な開発のための教育（Education for Sustainable Development：ESD）につい

ては、2019 年に「持続可能な開発のための教育：SDGs 実現に向けて（ESD for 2030）」（2020-2030

年）が採択されています。環境保全の取組も、「環境・経済・社会」が統合的に向上した持続可能

な社会の実現に向けて取り組む必要があります。 

こうした視点から、SDGs の 17 のゴール、169 のターゲットを活用し、またそれらの相互連関性

を意識して、国際的なレベル、全国のレベル、地域のレベルそれぞれにおいて、持続可能な社会

の実現に向けて、多様なステークホルダーとの連携により SDGs の実現に資する積極的な取組を支

援していきます。 

 

③ 復興支援・防災 
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近年、東日本大震災や熊本地震などの地震・津波による災害に加え、豪雨による水害・土砂崩

れなど特定非常災害に指定される規模の災害が多く発生しており、気候変動対策と防災・減災を

効果的に連携させて取り組むことの重要性が再確認され、その推進が望まれています。東日本大

震災や豪雨水害等、災害の甚大な被害を受けた被災地における再生・復興等の活動、気候変動リ

スクを踏まえた気候変動×防災活動、適応促進のための活動を重点的に支援していきます。 

 

④ 地域循環共生圏の創造につながる活動への支援 

パートナーシップ（協働）による活動をベースとして、各地域がその特性を活かした強みを発

揮し、地域ごとに異なる資源が循環する自立・分散型の社会を形成しつつ、それぞれの地域の特

性に応じて近隣地域等と共生・対流し、より広域的なネットワークを構築していくことで、地域

資源等を補完し支え合う地域循環共生圏の創造に資する活動を重点的に支援していきます。 

 

⑤ 国際的な視点を持つ活動への支援 

先述の 2030 アジェンダ・SDGs やパリ協定においては、それぞれ、パートナーシップや非政府

主体の取組の重要性が強調されています。こうした国際的な潮流を踏まえ、我が国の環境 NGO・

NPO がより質の高い国際貢献を果たすため、世界的な会合の開催やネットワークの形成、国際的

パートナーシップの形成や既存のネットワークとの協力などグローバルな活動に対する支援を

行うとともに、環境 NGO・NPO が行う開発途上地域での環境協力についても引き続き支援してい

きます。特に、アジア太平洋地域における活動を重点的に支援していきます。 

 

⑥ 2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に関連する活動への支援 

2025 年 4 月 13 日から 10 月 13 日まで、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに大

阪・関西万博が開催されます。市民セクターも、多様な参加者が主体となり、理想とした

い未来社会を共に創り上げることを目指す取組を推進する「TEAM EXPO 2025」プログラム

などを通じた参加が期待されています。大阪･関西万博のテーマに関連し、環境 NGO・NPO

が主体となって推進する活動を支援していきます。 
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第９回全国ユース環境活動発表大会 

 

１．概要 

主催：全国ユース環境活動発表大会実行委員会 

 （環境省、独立行政法人環境再生保全機構、国連大学サステイナビリティ高等研究所） 

後援：読売新聞社 

協賛：キリンホールディングス株式会社、協栄産業株式会社、ＳＧホールディングス株式会  

   社、株式会社タニタ 

協力：環境省地方環境パートナーシップオフィス（ＥＰＯ）、地球環境パートナーシッププ

ラザ（ＧＥＯＣ）、ＥＳＤ活動支援センター 

 

２．結果 

賞 高校名 活動名 

環境大臣賞 栃木県立矢坂高等学校 
未来へつながる放牧牛  ～ビーフダイバーシティと

避難放牧～ 

環境再生保全機構理事長

賞 

熊本県立熊本農業高等学

校 
養豚業のゼロエミッション ＃産業廃棄物に輝きを！ 

国連大学サステイナビリ

ティ高等研究所 所長賞 

青森県立名久井農業高等

学校 
水がなくなる前に ～超節水栽培の開発～ 

読売新聞社賞 愛媛県立長浜高等学校 
魚の中落ち活用でフードロスを削減！ 

缶詰「ブリの骨じゃん」の開発 

高校生が選ぶ特別賞 玉川学園高等部 
私たちの手でサンゴを海へ！～玉川学園サンゴ研究部

の活動～ 

先生が選ぶ特別賞 熊本県立南稜高等学校 

復興！『がんばろう！人吉・球磨』 

～地域資源を活用した木育活動で甦る、元気と笑顔と

活性化の輪～ 

協賛企業特別賞 
福井県立福井商業高等学

校 

海岸清掃とごみ調査に嫌気がして脱プラ・水の活動始

めました 

SDGs 活動特別賞 兵庫県立農業高等学校 
鹿肉と廃棄農産物の有効利用 ～無添加ドッグフード

の商品開発～ 

優秀賞 北海道士幌高等学校 
持続可能な地域環境を目指して 

～防風林に対する農家の経営意識改善を～ 

〃 
北海道岩見沢農業高等学

校 

地域の未利用資源を活用した北海道周年栽培モデルの

確立に向けた研究 

〃 
山形県立村山産業高等学

校 

エンドファイトを活用して地域農業の環境負荷を減ら

す 

〃 
長野県佐久平総合技術高

等学校 

咲け！エシカスフード ～ＳＡＫＥ文化をリノベーシ

ョン～ 

〃 奈良県立磯城野高等学校 しきの SDGs プロジェクト 

〃 
ノートルダム清心学園 

清心女子高等学校 

森のエビフライ専門店閉店の危機の訪れ！？岡山県の

絶滅危惧種ニホンリスが生き続ける環境を作るために 

〃 
山口県立周防大島高等学

校 

「アワサンゴ」保護で日本の未来を救う！ 

～周防大島高校発地域循環共生圏（ローカル SDGs）

づくり～ 

〃 
愛媛県立大洲農業高等学

校 

地域資源「バショウ」から有機肥料を 

～サスティナブルな農業で 2050 年を目指す～ 
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＜若手プロジェクトリーダー育成人数の推移＞ 

 

※１：離脱者は全て自己都合による団体退職者 

※２：第５期については当初７名でスタートしたが、２名離脱後、令和元年度当初に２名追

加採択 

 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
採択
人数

途中
離脱
※1

第1期 16 14 12 （12） （12） （12） （12） （12） （12） （12） 16 4

第2期 10 9 8 （8） （8） （8） （8） （8） （8） 10 2

第3期 12 10 8 （8） （8） （8） （8） （8） 12 4

第4期 10 7 7 （7） （7） （7） （7） 10 3

第5期 5 7 6 （6） （6） （6） 9
※2

3

第6期 13 12 12 （12） （12） 14 2

第7期 8 7 6 （6） 8 2

第8期 7 6 6 8 2

第9期 7 7 9 2

第10期 8 9 1

年度末在籍者 16 24 33 28 20 27 26 26 19 21 - -

修了者
累計

（12） （20） （28） （35） （41） （53） （59）
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令和５年度 地球環境基金振興事業 研修・講座実施状況一覧
実施方法または開催地 開催日時等 参加者数 回答数 有意義回答率

若手プロジェクトリーダー研修

第１回 神奈川県川崎市 令和5年7月3日〜7月4日 6 6 100%

第２回 島根県隠岐郡海士町 令和5年10月20日〜10月22日 6 6 100%

第３回 神奈川県川崎市 令和6年1月29日〜1月30日 6 6 100%

第１回 神奈川県川崎市 令和5年7月3日〜7月4日 6 6 100%

第２回 神奈川県川崎市 令和5年10月3日〜10月4日 7 7 100%

第３回 神奈川県川崎市 令和6年1月29日〜1月30日 7 7 100%

第１回 神奈川県川崎市 令和5年7月3日〜7月4日 9 9 100%

第２回 神奈川県川崎市 令和5年10月3日〜10月4日 9 9 100%

第３回 神奈川県川崎市 令和6年1月29日〜1月30日 8 8 100%

研修・講座名

8期生（3年目）

9期生（2年目）

10期生（1年目）
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ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物処理基金業務の概要 

 

Ⅰ 目的      

１）中小企業者等が保管する高濃度 PCB 廃棄物（トランス・コンデンサ等）の処理に要する費

用の軽減 （軽減事業）  

２）PCB 廃棄物の処理に際しての環境状況の監視・測定、安全性の確保に係る研究・研修の

振興促進 （振興事業） 

３）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」と

いう。）第 19 条の８第１項の規定に基づく生活環境の保全上の支障の除去等の措置及び

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13 年法律第

65 号）第 13 条第１項に基づく処分等措置に要する費用の軽減（代執行支援事業） 

 

 

Ⅱ 造成の方法 

１）国及び都道府県は、補助金その他の方法により、機構に対して資金を拠出する。 

２）産業界等（製造者等）に対しては、環境大臣が資金の出えん等の協力要請を行う。 

３）国が機構に対して補助金を拠出する。産業界（製造者等）に対しては、環境大臣が資金の

出えんの協力要請を行う。 

 

 

Ⅲ PCB 処理基金の仕組み 
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(環境省・経済産業省パンフレット「ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用製品及び PCB 廃棄物の期限内処

理に向けて」より抜粋) 
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維持管理積立金管理業務の概要 

 

 

Ⅰ 目的 

特定最終処分場を埋立終了後も適正に維持管理するために、必要な費用を埋立期間

中に環境再生保全機構に積み立てるもので、平成 9 年廃棄物の処理及び清掃に関する

法律(昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号)の改正により創設された制度である。 

 

Ⅱ 維持管理積立金の仕組み 

１）積立て義務 

特定最終処分場の設置者は、埋立開始から埋立終了までの毎年度、各処分場ごとに、

積立を行う。毎年度の積立額は都道府県知事等が算定する。 

２）積立金の管理 

機構は、維持管理積立金を管理する。法令に基づき利息を付す。 

３）積立金の取戻し 

特定最終処分場の設置者は、埋立終了後、維持管理積立金を取り戻し、維持管理費用

に充てる。 

 

 

資料_維持1

-61-



 

 

申請書等の受付状況と認定等状況（令和５年度） 

（１）療養者の方からの認定申請 

（ア）受付状況                             （単位：件） 

項 目 中皮腫 肺がん 石綿肺 
びまん性

胸膜肥厚 
その他 計 

前 年

度 ま

で の

受付 

医学的判定中*1 
227 

(155) 

95 

(75) 

14 

(6) 

32 

(6) 
 

368 

(242) 

医学的判定の 

準備中 

70 

(123) 

28 

(57) 

9 

(17) 

7 

(22) 

0 

(0) 

114 

(219) 

令和５年度受付 
703 

(715) 

226 

(216) 

56 

(68) 

57 

(72) 

15 

(13) 

1,057 

(1,084) 

計 
1,539 

(1,545) 

注：( )は前年度の実績。以下同様。 

*1 は、医学的判定にて追加補足資料を求められたものを含む。以下同様。 

 

 

(イ)認定等の状況                              （単位：件） 

項 目 中皮腫 肺がん 石綿肺 
びまん

性胸膜
その他 計 割 合 

認定 
732 

(645) 

170 

(168) 

2 

(1) 

20 

(23) 
 

924 

(837) 

60.0% 

(54.2%) 

76.2% 

(68.8%) 不認定 
21 

(34) 

80 

(57) 

61 

(59) 

59 

(50) 

0 

(0) 

221 

(200) 

14.4% 

(12.9%) 

取下げ 
21 

(18) 

5 

(7) 

0 

(0) 

2 

(1) 

0 

(0) 

28 

(26) 

1.8% 

(1.7%) 

医学的判定中 
187 

(227) 

81 

(95) 

9 

(14) 

10 

(32) 
 

287 

(368) 

18.7% 

(23.8%) 

計 
961 

(924) 

336 

(327) 

72 

(74) 

91 

(106) 

0 

(0) 

1,460  

(1,431) 

94.9% 

(92.6%) 

医学的判定の 

準備中 

44 

(70) 

20 

(28) 

4 

(9) 

11 

(7) 

0 

(0) 

79 

(114) 

5.1% 

(7.4%) 

 

 

資料_石綿1

-62-



 

 

(２)未申請死亡者の遺族からの請求 

（ア）受付状況                           （単位：件） 

項 目 中皮腫 肺がん 石綿肺 
びまん性

胸膜肥厚 
その他 計 

前年度 

までの 

受付 

医学的判定中 
101 

(40) 

53 

(24) 

10 

(1) 

8 

(2) 
 

172 

(67) 

医学的判定の 

準備中 

11 

(54) 

11 

 (38) 

4 

(7) 

2 

(3) 

0 

(0) 

28 

(102) 

令和５年度受付 
143 

(176) 

74 

(98) 

15 

(18) 

10 

(20) 

4 

(5) 

246 

(317) 

計 
446 

(486) 

 

 

（イ）認定等の状況                               （単位：件） 

項 目 中皮腫 肺がん 石綿肺 
びまん性

胸膜肥厚 
その他 計 割 合 

認定 
152 

(134) 

49 

(65) 

2 

(0) 

5 

(4) 

 208 

(203) 

46.6％ 

(41.8％) 

76.2％ 

(58.8%) 
不認定 

40 

(21) 

51 

(29) 

19 

(12) 

17 

(12) 

0 

(0) 

127 

(74) 

28.5％ 

(15.2％) 

取下げ 
3 

(6) 

2 

(3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

5 

(9) 

1.1％ 

(1.8％) 

医学的判定中 
52 

(101) 

29 

(53) 

4 

(10) 

0 

(8) 
 

85 

(172) 

19.1％ 

(35.4％) 

計 
247 

(262) 

131 

(150) 

25 

(22) 

22 

(24) 

0 

(0) 

425 

(458) 

95.3％ 

(94.2％) 

医学的判定の 

準備中 

9 

(11) 

9 

(11) 

2 

(4) 

1 

(2) 

0 

(0) 

21 

(28) 

4.7％ 

(5.8％) 
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 (３)施行前死亡者の遺族からの請求 

（ア）受付状況                             （単位：件） 

項 目 中皮腫 肺がん 石綿肺 
びまん性

胸膜肥厚 
その他 計 

前年度

までの

受付 

医学的判定中 
2 

(0) 

12 

(2) 

0 

(1) 

0 

(0) 
 

14 

(3) 

医学的判定の 

準備中 

2 

(27) 

3 

(39) 

1 

(3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

6 

(69) 

令和５年度受付 
4 

(3) 

0 

(2) 

1 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

5 

(5) 

計 
25  

(77) 

 

 

（イ）認定等の状況                              （単位：件） 

項 目 中皮腫 肺がん 石綿肺 
びまん

性胸膜
その他 計 割 合 

認定 
4 

(15) 

1 

(1) 

1 

(0) 

0 

(0) 
 

6 

(16) 

24.0% 

(20.8%) 

92.0% 

(74.0%) 
不認定 

3 

(0) 

11 

(5) 

1 

(1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

15 

(6) 

60.0% 

(7.8%) 

取下げ 
1 

(10) 

1 

(23) 

0 

(2) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(35) 

8.0% 

(45.4%) 

医学的判定中 
0 

(2) 

0 

(12) 

0 

(0) 

0 

(0) 
 

0 

(14) 

0.0% 

(18.2%) 

計 
8 

(27) 

13 

(41) 

2 

(3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

23 

(71) 

92.0% 

(92.2%) 

医学的判定の 

準備中 

0 

(2) 

2 

(3) 

0 

(1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(6) 

8.0% 

(7.8%) 
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審査中の案件に係る状況（令和５年度） 

 
（１） 療養中の方                            （単位：件） 

 申請受付年度 審査中件数 前年度 

追加・補足資料依頼中 

（119 件）  

令和 3年度 3 

令和 3年度   11 

令和 4年度  471 

令和 4年度 10 

令和 5年度 106 

医学的判定中（168 件） 
令和 4年度 2 

令和 5年度 166 

その他機構において 

審査中（79 件） 
令和 5年度 79 

計 366 482  

 
 

（２） 未申請死亡者の遺族                        （単位：件） 

 請求受付年度 審査中件数 前年度 

追加・補足資料依頼中 

（56 件）  

令和 3年度 1  

 

令和 3年度  13 

令和 4年度 187 

令和 4年度 3 

令和 5年度 52 

医学的判定中（29 件） 
令和 4年度 1 

令和 5年度 28 

その他機構において 

審査中（21 件） 

令和 4年度 1 

令和 5年度 20 

計 106 200   

 

 

（３） 施行前死亡者の遺族                        （単位：件） 

 請求受付年度 審査中件数 前年度 

その他機構において 

審査中（2件） 

令和 3年度 1 令和 3年度   18 

令和 4年度    2 令和 4年度 1 

計 2 20   
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（令和6年3月31日現在における機構本部受付分、単位：人）

中皮腫 肺がん 石綿肺 びまん性
胸膜肥厚

不明 中皮腫 肺がん 石綿肺 びまん性
胸膜肥厚

不明 中皮腫 肺がん 石綿肺 びまん性
胸膜肥厚

不明

北海道 23 13 1 0 0 37 8 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 47

青森県 8 3 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

岩手県 5 1 0 0 0 6 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10

宮城県 10 10 0 0 1 21 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 23

秋田県 2 10 0 1 0 13 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 17

山形県 3 1 1 0 0 5 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9

福島県 7 4 1 2 0 14 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 18

茨城県 17 4 3 2 1 27 2 2 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 34

栃木県 11 3 1 0 0 15 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17

群馬県 8 1 0 0 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10

埼玉県 37 12 3 2 1 55 9 7 0 1 0 17 1 0 0 0 0 1 73

千葉県 34 12 0 6 0 52 3 8 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 63

東京都 51 22 10 5 2 90 15 8 2 1 2 28 0 0 0 0 0 0 118

神奈川県 45 17 6 8 1 77 14 5 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0 97

新潟県 4 0 0 0 0 4 0 5 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 10

富山県 8 1 1 0 0 10 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 14

石川県 3 2 0 0 0 5 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 8

福井県 4 2 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

山梨県 2 1 1 1 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6

長野県 8 5 0 1 0 14 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 17

岐阜県 12 3 1 0 0 16 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 20

静岡県 25 2 1 1 1 30 7 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 39

愛知県 36 12 2 0 1 51 6 2 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 60

三重県 1 4 1 0 0 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8

滋賀県 5 4 0 1 0 10 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12

京都府 14 3 1 0 1 19 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 23

大阪府 86 15 6 0 1 108 20 3 4 1 0 28 0 0 0 0 0 0 136

兵庫県 62 20 4 2 0 88 6 4 0 0 0 10 1 0 1 0 0 2 100

奈良県 17 5 0 1 0 23 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 25

和歌山県 5 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

鳥取県 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4

島根県 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

岡山県 4 2 0 2 1 9 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12

広島県 13 4 1 2 0 20 4 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 26

山口県 9 1 0 1 0 11 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 14

徳島県 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5

香川県 8 1 1 1 0 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12

愛媛県 7 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

高知県 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4

福岡県 31 9 5 6 2 53 5 4 1 1 0 11 1 0 0 0 0 1 65

佐賀県 5 0 1 1 0 7 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 9

長崎県 11 5 1 3 1 21 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 24

熊本県 19 2 0 0 1 22 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 25

大分県 8 2 0 1 0 11 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13

宮崎県 7 0 0 1 0 8 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 10

鹿児島県 11 4 0 2 0 17 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 20

沖縄県 7 0 1 2 0 10 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12

海外在住者 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

総計 703 226 56 57 15 1,057 143 74 15 10 4 246 4 0 1 0 0 5 1,308

都道府県名

特別遺族弔慰金等請求認定申請
（未申請死亡者） （施行前死亡者）

特別遺族弔慰金等請求

小計 総計小計 小計

認定申請書及び特別遺族弔慰金等請求書の受付状況（令和５年度）

(申請者及び請求者の住所を基に、都道府県別に集計したもの)
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（令和6年3月31日現在における機構本部受付分、単位：人）

中皮腫 肺がん 石綿肺 びまん性
胸膜肥厚

不明 中皮腫 肺がん 石綿肺 びまん性
胸膜肥厚

不明 中皮腫 肺がん 石綿肺 びまん性
胸膜肥厚

不明

北海道 514 131 15 10 9 679 92 31 7 4 0 134 154 27 1 0 1 183 996

青森県 89 25 1 7 0 122 10 1 0 0 0 11 26 9 0 0 0 35 168

岩手県 80 16 1 5 1 103 25 4 1 1 1 32 31 3 0 0 0 34 169

宮城県 236 105 5 7 8 361 31 14 2 1 2 50 68 12 1 0 2 83 494

秋田県 61 35 3 2 1 102 10 4 0 0 0 14 38 4 0 0 1 43 159

山形県 66 30 2 4 5 107 16 7 1 0 1 25 20 7 1 0 1 29 161

福島県 117 23 5 9 3 157 42 14 0 0 3 59 48 4 1 0 0 53 269

茨城県 214 76 10 20 6 326 40 22 6 6 1 75 61 6 1 0 3 71 472

栃木県 122 41 6 12 6 187 27 13 2 4 2 48 42 6 2 0 0 50 285

群馬県 148 31 5 8 2 194 26 9 1 2 1 39 60 10 1 0 2 73 306

埼玉県 683 208 42 47 22 1,002 114 70 9 11 0 204 201 46 4 3 5 259 1,465

千葉県 476 217 27 38 10 768 94 38 5 7 2 146 133 31 1 3 0 168 1,082

東京都 1,066 305 73 69 17 1,530 219 82 11 8 8 328 316 53 7 0 9 385 2,243

神奈川県 813 253 40 59 28 1,193 163 66 20 12 2 263 250 48 4 0 7 309 1,765

新潟県 171 47 7 2 3 230 40 11 2 3 0 56 62 12 0 0 0 74 360

富山県 136 19 3 5 1 164 20 6 1 2 0 29 56 9 0 0 1 66 259

石川県 87 22 5 4 3 121 21 2 0 3 1 27 32 2 0 0 1 35 183

福井県 66 22 4 2 3 97 7 1 1 0 1 10 18 1 0 0 0 19 126

山梨県 79 11 8 5 2 105 13 1 0 0 0 14 21 3 0 0 0 24 143

長野県 142 51 10 12 1 216 39 8 4 1 1 53 35 4 0 1 1 41 310

岐阜県 195 48 5 2 2 252 38 10 4 2 2 56 60 9 0 0 2 71 379

静岡県 309 75 11 11 8 414 63 20 5 1 0 89 108 13 2 1 1 125 628

愛知県 752 144 17 20 8 941 113 28 8 2 4 155 141 26 2 0 3 172 1,268

三重県 118 37 3 3 4 165 20 9 3 2 0 34 33 10 1 0 0 44 243

滋賀県 141 42 4 6 3 196 17 7 3 0 1 28 40 5 0 0 0 45 269

京都府 217 72 4 5 1 299 28 12 4 0 1 45 77 9 2 1 1 90 434

大阪府 1,531 333 64 54 37 2,019 231 63 15 9 7 325 372 95 12 1 6 486 2,830

兵庫県 1,360 321 32 33 30 1,776 149 57 11 9 2 228 363 103 3 1 9 479 2,483

奈良県 221 63 6 14 4 308 27 10 2 0 0 39 61 11 1 1 3 77 424

和歌山県 81 24 2 6 0 113 23 4 1 0 1 29 34 4 0 0 0 38 180

鳥取県 46 1 2 0 0 49 3 2 2 0 0 7 23 2 0 0 0 25 81

島根県 54 24 5 2 2 87 10 4 1 0 0 15 12 3 0 0 0 15 117

岡山県 166 75 2 9 4 256 32 15 1 1 0 49 89 6 2 0 3 100 405

広島県 254 99 10 13 11 387 43 22 6 3 2 76 116 25 2 0 2 145 608

山口県 184 63 4 15 3 269 27 15 1 2 0 45 49 13 2 1 0 65 379

徳島県 68 16 0 2 0 86 10 7 1 0 0 18 22 3 0 0 0 25 129

香川県 97 34 3 2 0 136 21 7 1 0 1 30 33 4 2 0 0 39 205

愛媛県 107 41 6 4 1 159 22 7 3 1 1 34 37 3 3 0 0 43 236

高知県 48 14 1 2 0 65 9 3 0 0 0 12 28 5 0 0 0 33 110

福岡県 548 155 33 37 18 791 93 37 4 7 6 147 140 26 1 1 4 172 1,110

佐賀県 71 21 4 2 1 99 5 5 1 1 1 13 29 1 4 0 2 36 148

長崎県 147 78 12 18 5 260 25 18 1 1 1 46 48 9 1 1 2 61 367

熊本県 143 50 12 12 2 219 24 14 2 2 3 45 41 7 0 0 0 48 312

大分県 89 17 5 2 3 116 11 10 1 0 0 22 24 5 0 1 0 30 168

宮崎県 92 26 8 3 1 130 12 8 1 1 3 25 37 3 0 0 1 41 196

鹿児島県 170 41 8 18 3 240 20 7 2 1 0 30 42 8 1 0 2 53 323

沖縄県 52 15 6 4 2 79 17 8 0 0 0 25 35 6 3 0 2 46 150

海外在住者 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5

総計 12,630 3,598 541 626 284 17,679 2,142 813 157 110 62 3,284 3,767 711 68 16 77 4,639 25,602

総計小計 小計

認定申請書及び特別遺族弔慰金等請求書の受付状況（法施行日から令和6年3月31日までの累計）

(申請者及び請求者の住所を基に、都道府県別に集計したもの)

都道府県名

特別遺族弔慰金等請求認定申請
（未申請死亡者） （施行前死亡者）

特別遺族弔慰金等請求

小計
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令和6年3月31日現在（単位：人）

びまん性 びまん性 びまん性
胸膜肥厚 胸膜肥厚 胸膜肥厚

北海道 34 6 0 1 41 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0 47

青森県 4 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

岩手県 8 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

宮城県 11 9 0 0 20 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22

秋田県 5 3 0 0 8 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 12

山形県 5 1 0 0 6 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10

福島県 6 2 0 0 8 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 14

茨城県 17 5 0 1 23 4 1 0 1 6 0 0 0 0 0 29

栃木県 9 2 0 0 11 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 13

群馬県 7 0 0 0 7 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 11

埼玉県 41 5 0 0 46 12 6 0 0 18 1 0 0 0 1 65

千葉県 37 4 0 2 43 2 4 0 1 7 0 1 0 0 1 51

東京都 56 18 1 0 75 16 3 0 0 19 0 0 0 0 0 94

神奈川県 41 13 0 4 58 14 4 0 0 18 0 0 0 0 0 76

新潟県 5 0 0 0 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8

富山県 7 1 0 0 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10

石川県 4 1 0 0 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7

福井県 2 2 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

山梨県 1 2 0 0 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 6

長野県 11 3 0 1 15 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 21

岐阜県 17 2 0 0 19 5 0 0 1 6 0 0 0 0 0 25

静岡県 22 4 0 1 27 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0 33

愛知県 39 11 0 0 50 5 2 2 0 9 0 0 0 0 0 59

三重県 4 2 0 0 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8

滋賀県 7 3 0 1 11 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13

京都府 11 4 0 0 15 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 17

大阪府 86 16 0 1 103 18 2 0 0 20 0 0 0 0 0 123

兵庫県 67 14 0 2 83 7 5 0 1 13 2 0 1 0 3 99

奈良県 13 2 0 0 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16

和歌山県 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

鳥取県 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3

島根県 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3

岡山県 6 4 0 0 10 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16

広島県 13 5 0 1 19 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 22

山口県 7 1 0 2 10 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 13

徳島県 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

香川県 7 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

愛媛県 7 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

高知県 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

福岡県 36 5 1 1 43 5 3 0 0 8 0 0 0 0 0 51

佐賀県 6 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

長崎県 11 6 0 0 17 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 19

熊本県 17 2 0 0 19 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 22

大分県 5 0 0 0 5 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 8

宮崎県 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

鹿児島県 13 5 0 0 18 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 20

沖縄県 8 0 0 1 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11

海外在住者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総計 732 170 2 20 924 152 49 2 5 208 4 1 1 0 6 1,138

小計 総計
中皮腫

認定申請
（施行前死亡者）

肺がん
小計 小計

医療費及び特別遺族弔慰金等の支給に係る認定状況（令和５年度）

（申請者及び請求者の住所を基に、都道府県別に集計したもの）

肺がん 石綿肺

特別遺族弔慰金等請求
（未申請死亡者）

石綿肺肺がん 石綿肺

都道府県名

中皮腫

特別遺族弔慰金等請求

中皮腫
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令和6年3月31日現在（単位：人）

びまん性 びまん性 びまん性
胸膜肥厚 胸膜肥厚 胸膜肥厚

北海道 441 92 2 5 540 65 17 0 1 83 140 4 0 0 144 767

青森県 73 18 0 3 94 8 1 0 0 9 24 1 0 0 25 128

岩手県 72 9 0 1 82 17 4 0 0 21 30 1 0 0 31 134

宮城県 193 75 0 4 272 24 10 0 0 34 63 2 1 0 66 372

秋田県 46 17 1 2 66 10 2 0 0 12 36 0 0 0 36 114

山形県 60 18 1 2 81 12 3 0 1 16 17 2 0 0 19 116

福島県 94 16 1 3 114 30 7 0 0 37 46 2 0 0 48 199

茨城県 185 56 0 8 249 30 12 0 2 44 58 1 1 0 60 353

栃木県 105 29 0 2 136 25 7 0 1 33 39 2 1 0 42 211

群馬県 125 21 0 3 149 23 7 0 1 31 56 1 0 0 57 237

埼玉県 613 139 4 17 773 88 41 0 4 133 188 17 2 1 208 1,114

千葉県 422 131 1 18 572 70 21 0 1 92 127 8 1 2 138 802

東京都 929 190 5 25 1,149 178 42 2 1 223 295 6 6 0 307 1,679

神奈川県 690 131 1 21 843 115 37 1 2 155 238 15 4 0 257 1,255

新潟県 132 28 0 1 161 33 4 0 1 38 57 2 0 0 59 258

富山県 117 10 1 3 131 14 2 0 0 16 52 5 0 0 57 204

石川県 75 9 0 3 87 11 2 0 0 13 31 0 0 0 31 131

福井県 53 12 0 0 65 5 1 0 0 6 15 0 0 0 15 86

山梨県 69 6 1 0 76 12 1 0 0 13 17 1 0 0 18 107

長野県 123 35 0 5 163 23 4 0 1 28 32 1 0 1 34 225

岐阜県 166 32 0 2 200 28 6 1 2 37 56 0 0 0 56 293

静岡県 266 51 0 4 321 51 9 0 2 62 104 2 2 0 108 491

愛知県 664 94 1 7 766 87 21 2 2 112 124 4 1 0 129 1,007

三重県 107 15 0 0 122 13 2 0 0 15 29 1 0 0 30 167

滋賀県 123 27 0 1 151 13 3 0 0 16 38 1 0 0 39 206

京都府 179 38 0 0 217 23 9 0 2 34 72 1 1 1 75 326

大阪府 1,302 203 11 20 1,536 179 39 2 5 225 334 29 6 3 372 2,133

兵庫県 1,187 200 5 12 1,404 113 32 0 4 149 337 16 2 0 355 1,908

奈良県 185 38 2 5 230 19 7 0 0 26 56 3 1 0 60 316

和歌山県 70 15 0 0 85 20 2 0 0 22 30 0 0 0 30 137

鳥取県 36 2 0 0 38 2 1 0 0 3 21 2 0 0 23 64

島根県 44 13 0 0 57 6 3 0 1 10 11 1 0 0 12 79

岡山県 143 49 0 3 195 25 14 0 0 39 79 1 1 0 81 315

広島県 199 59 1 6 265 28 14 0 1 43 103 5 1 0 109 417

山口県 163 45 0 9 217 22 7 0 0 29 43 3 0 2 48 294

徳島県 59 10 0 0 69 8 3 0 0 11 20 0 0 0 20 100

香川県 83 29 0 0 112 17 4 0 0 21 28 0 2 0 30 163

愛媛県 92 24 2 1 119 17 7 0 0 24 37 2 3 0 42 185

高知県 40 6 0 0 46 9 2 0 0 11 26 1 0 0 27 84

福岡県 463 95 2 16 576 79 30 0 0 109 127 5 1 0 133 818

佐賀県 65 14 1 1 81 4 3 0 0 7 28 0 2 0 30 118

長崎県 121 52 0 4 177 16 12 0 0 28 47 2 1 0 50 255

熊本県 114 39 0 3 156 17 12 0 3 32 35 1 0 0 36 224

大分県 78 9 0 0 87 8 6 0 0 14 22 1 0 1 24 125

宮崎県 74 12 0 3 89 10 0 0 0 10 35 1 0 0 36 135

鹿児島県 140 26 0 4 170 14 4 0 1 19 39 0 0 0 39 228

沖縄県 42 5 0 2 49 12 2 0 0 14 34 1 1 0 36 99

海外在住者 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

総計 10,823 2,244 43 229 13,339 1,633 479 8 39 2,159 3,477 154 41 11 3,683 19,181

小計 総計
中皮腫

認定申請
（施行前死亡者）

肺がん
小計 小計

医療費及び特別遺族弔慰金等の支給に係る認定状況（法施行日から令和6年3月31日までの累計）

（申請者及び請求者の住所を基に、都道府県別に集計したもの）

肺がん 石綿肺

特別遺族弔慰金等請求
（未申請死亡者）

石綿肺肺がん 石綿肺

都道府県名

中皮腫

特別遺族弔慰金等請求

中皮腫
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認定等に係る処理日数（令和５年度） 

 
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び著しい呼吸機能障害を伴う

びまん性胸膜肥厚の認定等に係る処理日数は、次のとおりである。なお、療養中の方

からの申請及び未申請死亡者の遺族からの請求を併せた認定等決定までの平均処理日

数は 173 日である。 
 

１．療養中の方からの申請 
（単位：日、件） 

区  分 
認定等決定までの

平均処理日数 

判定申出までの 

平均日数 
件 数 

1 回の医学的判定 

158 

(162) 

94 

(117) 
42 

(54) 

656 

(695) 

追加資料が必要と

されたもの 

249 

(253) 

468 

(342) 

（ ）書きは前年度の実績。計数は取り下げ、再審査及び原処分取消後の処分、建設アスベスト

給付金制度の認定による処分及び建設アスベスト給付金制度との同時申請のため医学的判定が

一次保留となった案件を除く（以下同じ。）。 

 
２．未申請死亡者の遺族からの請求 

（単位：日、件） 

区  分 
認定等決定までの

平均処理日数 

判定申出までの 

平均日数 
件 数 

1 回の医学的判定 
223 

(190) 

101 

(125) 
51 

(68) 

128 

(146) 

追加資料が必要と

されたもの 

302 

(262) 

198 

(131) 

 

３．施行前死亡者の遺族からの請求 
（単位：日、件） 

区  分 
認定等決定までの

平均処理日数 

判定申出までの 

平均日数 
件 数 

1 回の医学的判定 
464 

(279) 

- 

(200) 186 

(126) 

0 

(2) 

追加資料が必要と

されたもの 

464 

(311) 

14 

(5) 

医学的判定を経な

いで機構で認定し

たもの 

206 

(56) 
－ 

6 

(15) 
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（参考）療養中の方からの申請及び未申請死亡者の遺族からの請求で判定が 1 回で済んだ

ケースの処理日数の分布状況 

 

認定等決定までの日数 件数 件数累計 累計の比率 前年度 

60 日以下 68 件 68 件  8.7%  2.9%  

61～90 日 333 件 401 件  51.2%  23.5%  

91～120 日 280 件 681 件  86.9%  49.5%  

121～150 日 74 件 755 件  96.3%  89.3%  

151 日以上 29 件 784 件  100.0%  100.0%  

総 計 784 件    
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保健所説明会等実績（令和５年度） 

 

＜保健所等説明会＞ 

実施区分 令和５年度 令和４年度 

関東ブロック 25 名 新型コロナウイルス感染拡

大防止の観点から、Web によ

るライブ配信により開催し

た。また、機構 HPにてアー

カイブ配信を行った。 

近畿ブロック 24 名 

Ｗｅｂ参加 （※1）317 名 

参加数計 366 名 377 名 

（※1）関東ブロック開催時に実施したＷｅｂ会議によるライブ配信の参加者数。 
ライブ配信した内容は機構 HPにてアーカイブ配信も行った。 

 

 
 

＜地方公共団体主催救済制度担当者研修会＞ 

実施地区 令和５年度 令和４年度 

埼玉県 25 名 37 名 

千葉県 ― 26 名 

群馬県 40 名 42 名 

熊本県 15 名 ―  

参加数計 80 名 105 名 
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救済給付の支給件数・金額（経年変化） 

（平成 18 年度～令和 5年度） 
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被認定者等アンケート概要（令和５年度） 

 

被認定者及びその遺族に対するアンケート 

アンケート対象者 回収件数 主な回答結果（複数回答） 

制度利用者アンケー

ト 

 

石綿健康被害医療手

帳交付者（4 月） 

1,337  

○石綿健康被害医療手帳についての認知度について 

手帳について病院の人が知っていた 52.5％ 

○制度の満足度については、52.4％が満足 

○認定の有効期間(5 年)であるが、認定更新の手続があることを 

 知っていた 60.1％ 

被認定者アンケート 

 

被認定者（療養者）

（認定通知送付時 

に実施） 

662 

○救済制度を知った経緯 

   病院の医師・スタッフ 71.5％、家族・知人 12.7％、 

機構ホームページ 11.5％、テレビ 9.8％、 

保健所･地方環境事務所 7.9％、ポスター・チラシ 6.5％、 

労働基準監督署 4.8％、新聞広告 2.3％、ラジオ 1.1％、 

雑誌広告 0.5％ 

○申請・請求手続がスムーズでなかった理由 

様式の記入方法が分かりにくい 36.9％、 

手引きがわかりにくかった 31.1％、 

病院の医師・スタッフの知識・協力不足 25.4％、 

医学的資料の収集 23.8％、 

保健所・地方環境事務所の知識・協力不足 12.3％ 

戸籍等の収集 7.4％ 

○要望 

・申請から認定までの期間短縮 

・提出書類・手続きの簡略化 

・進捗状況を知らせてほしい 

・制度に関する一般的な周知 

 ・医師や医療機関等への周知活動 

未申請死亡者遺族ア

ンケート 

 

認定された未申請死 

亡者の遺族（認定通

知送付時に実施） 

123 

○救済制度を知った経緯 

病院の医師・スタッフ 54.5％、家族･知人 22.0％、 

テレビ 17.9％、機構ホームページ 10.6％、 

労働基準監督署 8.9％、保健所・地方環境事務所 5.7％、 

新聞広告 4.1％、ポスター・チラシ 4.1％、ラジオ 4.1％、 

雑誌広告 1.6％ 

○申請・請求手続がスムーズでなかった理由 

医学的資料の収集 41.7％、 
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様式の記入方法が分かりにくい 41.7％、 

手引きが分かりにくかった 25.0％、 

病院の医師・スタッフの知識・協力不足 25.0％、 

保健所・地方環境事務所の知識・協力不足 20.8％、 

戸籍等の収集 20.8％ 

○要望 

・申請から認定までの期間短縮 

・手続の短縮化、簡素化 

・制度に関する一般的な周知 

・進捗報告、中間報告がほしい 

・医師や医療機関への周知 

施行前死亡者遺族ア

ンケート 

 

認定された施行前死

亡者の遺族（認定通

知送付時に実施） 

 

 

4 

○救済制度を知った経緯 

ラジオ又はテレビで 50.0％、ポスター・チラシ 50.0％、 

新聞・雑誌等の広告 25.0％、自治体広報誌を見て 25.0％、 

機構ホームページを見て 25.0％ 

○請求から認定・支給までの長さが「とても早い」「早い」との 

回答が 50.0％、「どちらでもない」50.0％、 

「遅い」「とても遅い」0.0％ 

○要望 

・手続の短縮化、簡素化 
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主な広報実績（令和 5年度） 

 

１．テレビＣＭ 

  

 

（１）テレビＣＭ（地上波） 

放送期間：令和５年８月 21 日（月）～31 日（木） 

放送地域 投下 GRP 

（15 秒換算） 

本数 

15 秒 

本数 

30 秒 

北海道 北海道テレビ放送 150GRP 25 1 

青森 青森朝日放送 110GRP 14 1 

岩手 岩手朝日テレビ 110GRP 12 5 

宮城 宮城テレビ 120GRP 20 1 

秋田 秋田テレビ 100GRP 16 1 

山形 山形テレビ 110GRP 13 1 

福島 福島放送 110GRP 19 1 

関東 TBS テレビ 220GRP 38 4 

新潟 テレビ新潟 120GRP 18 2 

富山 北日本放送 120GRP 18 2 

石川 石川テレビ放送 110GRP 19 1 

福井 福井放送 100GRP 7 1 

山梨 山梨放送 100GRP 14 1 

長野 信越放送 120GRP 21 1 

静岡 静岡放送 150GRP 24 1 

東海 CBC テレビ 150GRP 16 5 

関西 朝日放送 220GRP 22 2 

鳥取・島根 山陰中央テレビ 100GRP 20 1 

岡山・香川 瀬戸内海放送 150GRP 25 2 

広島 広島テレビ 150GRP 16 2 

山口 山口放送 120GRP 23 1 

愛媛 愛媛朝日テレビ 110GRP 14 1 

高知 高知さんさんテレビ 100GRP 17 2 

福岡・佐賀 RKB 毎日放送 150GRP 28 4 
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長崎 長崎文化放送 120GRP 10 1 

熊本 熊本朝日放送 120GRP 19 2 

大分 テレビ大分 110GRP 12 1 

宮崎 テレビ宮崎 110GRP 17 1 

鹿児島 鹿児島テレビ 120GRP 23 2 

沖縄 琉球放送 100GRP 12 1 

※GRP（Gross Rating Point）:延べ視聴率（視聴率の積重ね） 

放送期間：令和６年１月 13 日（土）～28 日（日） 

放送地域 投下 GRP 

（15 秒換算） 

本数 

15 秒 

本数 

30 秒 

北海道 北海道テレビ放送 170GRP 19 1 

青森 青森朝日放送 110GRP 15 1 

岩手 岩手朝日テレビ 110GRP 17 1 

宮城 宮城テレビ 120GRP 21 1 

秋田 秋田テレビ 100GRP 13 1 

山形 山形テレビ 110GRP 12 1 

福島 福島放送 110GRP 18 1 

関東 TBS テレビ 245GRP 40 3 

新潟 テレビ新潟 120GRP 17 2 

富山 北日本放送 120GRP 15 2 

石川 石川テレビ放送 110GRP 20 1 

福井 福井放送 100GRP 7 1 

山梨 山梨放送 100GRP 15 1 

長野 信越放送 120GRP 23 2 

静岡 静岡放送 170GRP 27 2 

東海 CBC テレビ 170GRP 21 5 

関西 朝日放送 245GRP 27 2 

鳥取・島根 山陰中央テレビ 100GRP 17 2 

岡山・香川 瀬戸内海放送 170GRP 31 2 

広島 広島テレビ 170GRP 22 1 

山口 山口放送 120GRP 19 1 

愛媛 愛媛朝日テレビ 110GRP 15 1 

高知 高知さんさんテレビ 100GRP 19 1 

福岡・佐賀 RKB 毎日放送 170GRP 31 4 

長崎 長崎文化放送 120GRP 12 1 

熊本 熊本朝日放送 120GRP 17 2 

大分 テレビ大分 110GRP 13 1 

宮崎 テレビ宮崎 110GRP 11 1 

鹿児島 鹿児島テレビ 120GRP 16 2 
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沖縄 琉球放送 100GRP 10 1 

 

（２）テレビＣＭ（ＢＳ） 

 放送局 番組名 放送日 

1 BS 朝日 60 秒スポット 9 本 1 月 13 日(土)～28 日(日) 

2 BS 朝日 「A の伝言」内 ミニ枠 1 月 15 日(月) 

 

２．新聞広告 （全５段） 

 

 

 新聞名 区分 掲載日 

1 日刊スポーツ スポーツ新聞/大阪本社版本紙・朝刊 9 月 15 日（金） 

2 読売新聞 全国版 朝刊 3 月 10 日（日） 

※東海北陸６県・近畿２府４県・中国４県・四国４県 

 

３．ラジオＣＭ 

 媒体名 番組名 放送日 

1 TBS ラジオ 生島ヒロシのおはよう一直線 3 月 4日（月）～8日（金） 

 

 

４．医療専門誌 
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 医療専門誌名 掲載号 発行日 

1 季刊ナーシング 2024 年春号 3 月 20 日（水） 

2 月刊画像診断 4 月号 3 月 25 日（月） 

 

 

５ 
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石綿健康被害救済制度ホームページアクセス数（令和５年度）

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
 

 

 

 

 

（参考）平成 30年度～令和 4年度 

※ 使用していたアクセス解析ツールの仕様が令和 5年度から変更され、解析の特性が変わり、アクセス数集計結果の継続性がな

くなったため、平成 30年度～令和 4年度のアクセス数については参考までに記載する。 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

R5 54,901 60,230 58,757 57,691 58,778 58,614 57,643 49,758 48,226 57,792 61,492 53,556 677,438 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

R４ 76,435 81,579 84,477 69,344 61,202 58,942 70,921 71,660 61,699 70,310 57,067 54,864 818,500 

R３ 76,319 125,613 112,956 74,337 66,725 66,629 96,319 213,431 69,912 79,523 80,712 102,457 1,164,933 

R２ 61,657 66,791 88,996 79,031 68,836 65,479 79,109 66,691 396,603 112,669 82,405 77,645 1,245,912 

R1 67,976 73,886 79,679 92,556 77,685 66,229 69,325 66,723 69,886  81,724 98,696 99,950 944,315 

H30 55,396 54,978 70,236 59,290 57,500 59,601 65,775 62,734 59,040 86,489 69,879 65,202 766,120 

(単位：件) 

(単位：件) 

(単位：件) 
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窓口相談・無料電話相談件数（令和 5年度） 

 

 

１．窓口相談 48 件 

 

相談内容内訳（複数回答あり）                        （単位：件） 

制度について 手続について 健康不安 建物関係 その他 計 

5 37 4 1 1 48 

 

 

２．無料電話相談件数（石綿救済相談ダイヤル 0120-389-931） 

 

＜8 ヵ年比較＞  

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

Ｒ5 466 445 453 397 589 468 500 408 393 650 512 884 6,165 

Ｒ4 582 556 596 509 501 460 476 868 518 709 579 521 6,875 

Ｒ3 451 569 728 493 504 468 916 787 639 1,224 705 1,268 8,752 

Ｒ2 355 280 426 454 385 389 407 367 431 339 372 512 4,717 

Ｒ1 425 450 408 476 424 432 457 435 446 525 579 572 5,629 

Ｈ30 501 514 507 462 419 387 456 429 377 1038 575 518 6,183 

Ｈ29 423 398 563 431 413 456 461 397 427 920 692 633 6,214 

Ｈ28 383 374 395 392 396 373 334 391 405 909 682 614 5,648 
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特別遺族弔慰金等の周知実績（令和５年度） 

 

 

 

番号 実施日 件名 件数

1 2023年7月7日 保健所説明会①（近畿ブロック） 1

2 2023年7月14日 保健所説明会②（関東ブロック）（Web配信） 1

3 2023年8月4日 保健所説明会③（アーカイブ配信） 1

4 2023年8月21日～31日 TVCM① 604

5 2023年9月2日 学会セミナー①（第4回日本石綿・中皮腫学会学術集会） 1

6 2023年9月15日 新聞広告①（日刊スポーツ新聞大阪本社版朝刊） 1

7 2023年10月21日 学会セミナー②（第77回国立病院総合医学会） 1

8 2023年11月2日 学会セミナー③（第64回日本肺癌学会学術集会） 1

9 2023年11月5日 学会セミナー④（第62回日本臨床細胞学会秋期大会） 1

10 2023年11月9日 学会セミナー⑤（第69回日本病理学会秋期特別総会） 1

11 2023年12月7日 環境関連イベントによる周知（エコプロ2023） 1

12 2023年12月9日 学会セミナー⑥（第71回日本職業・災害医学会学術大会） 1

13 2024年1月13日～28日 TVCM② 608

14 2024年1月13日～28日 BSCM 9

15 2024年1月15日 BS（Aの伝言） 1

16 2024年2月1日 地方公共団体研修会（群馬県） 1

17 2024年3月1日 学会セミナー⑦（第31回日本ＣＴ検診学会学術集会） 1

18 2024年3月4日～8日 ラジオCM 5

19 2024年3月10日 新聞広告②（読売新聞朝刊） 1

20 2024年3月18日 チラシ・ポスター制作及び発送 1

21 2024年3月20日 医療専門誌①（ナーシング） 1

22 2024年3月25日 医療専門誌②（画像診断） 1

計 1,244
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学会等におけるセミナー実績（令和５年度） 

 

 

 

 学会名 開催日 場所 参加者 

１ 第 4回日本石綿・中皮

腫学会学術集会 
9 月 2 日（土） 出島メッセ 66 名 

２ 第 77 回国立病院総合

医学会 
10 月 21 日（土） メルパルク広島 60 名 

３ 
第 64 回日本肺癌学会

学術集会 
11 月 2 日（木） 

幕張メッセ 

（国際会議場・ 

展示ホール） 

68 名 

４ 第 62 回日本臨床細胞

学会秋期大会 
11 月 5 日（日） 福岡国際会議場 123 名 

５ 第 69 回日本病理学会

秋期特別総会 
11 月 9 日（木） 久留米シティプラザ 20 名 

６ 第 71 回日本職業・災

害医学会学術大会 
12 月 9 日（土） アクロス福岡 108 名 

７ 第 31 回日本ＣＴ検診

学会学術集会 
3 月 1 日（金） ウインクあいち 120 名 

 計７回   計 565 名 
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環境研究総合推進費 令和６年度新規課題公募要領（抜粋版） 

 

 

１．推進費の目的と研究の性格                          

○環境政策に貢献することを目的としています。 

推進費は、調査研究による科学的知見の集積や環境分野の技術開発等を通じ、気候変動問題へ

の対応、循環型社会の実現、自然環境との共生、環境リスク管理等による安全の確保など、持続

可能な社会構築のための数々の環境問題を解決に導くための政策（以下「環境政策」という。）

への貢献・反映を図ることを目的としています。このため、想定される研究成果により環境政策

への貢献が期待できることが、採択の条件となります。 

 

○競争的研究費です。 

推進費では、研究者より応募された研究課題候補を、外部有識者等による審査に付し、環境行

政上の意義、科学的・技術的意義、研究体制・研究計画の妥当性・研究経費の妥当性、研究目標

の達成可能性、環境政策等への貢献度、成果の波及効果の観点から評価し、競争的に選定・採択

します。 

 

 

２．推進費の実施体制                             

ERCAは、推進費の配分機関として、新規課題の公募及び審査、研究費の配分・契約、中間・事後

評価等の業務を行っています。推進費の基本方針の検討・策定、行政要請研究テーマ（行政ニーズ）

の策定・提示、環境政策への活用及び推進費制度全体の管理・評価については、環境省で実施して

います。 

 

 

３．研究開発の対象                              

（１）公募区分 
令和６年度新規課題の公募区分は、表１のとおりです。各公募区分の詳細は、Ⅱ.（本要領p.32）

Ⅲ.（本要領p.46）をご参照ください。 

表１ 令和６年度新規課題公募区分 

公募区分 
研究開発費の 

支援規模（注１） 研究期間 
委託費 ・ 

補助金の別 

環境問題対応型研究  

 

環境問題対応型研究 

 （一般課題） 
4,000 万円以内／年 

３年以内 委託費 
環境問題対応型研究  

（技術実証型）（注２） 
4,000 万円以内／年 

環境問題対応型研究  

（ミディアムファンディング枠) 
2,000 万円以内／年 
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次世代事業（注３）（補助率１/２） 

 

ア．「技術開発実証・実用化事業」 １億円以内／年 

３年以内 補助金 
イ．「次世代循環型社会形成推進技術

基盤整備事業」 
２億円以内／年 

革新型研究開発（若手枠） 

 
革新型研究開発（若手枠Ａ） 600 万円以内／年 

３年以内 委託費 
革新型研究開発（若手枠Ｂ） 300 万円以内／年 

戦略的研究開発（注４） 

 

 

戦略的研究開発（Ⅰ） ３億円以内／年 ５年以内 
委託費 

戦略的研究開発（Ⅱ） １億円以内／年 ３年以内 

注１：間接経費（30％）、消費税を含む１年間の上限額。 

注２：環境問題対応型研究（技術実証型）は、技術開発成果の社会実装を進めるため、当該技術の

実用可能性の検証を行う課題となります。 

注３：「技術開発実証・実用化事業」は、環境問題対応型研究等で得られた技術開発等であって、

全ての研究対象領域において実証・実用化を図ることを目指した事業であり、「次世代循環

型社会形成推進技術基盤整備事業」は、資源循環領域において、廃棄物の安全かつ適正な処

理、循環型社会の形成推進に関するもので、実現可能性、汎用性及び経済効率性が見込まれ

る技術を開発する事業となります。 

注４：「戦略的研究開発」は、公募に際して、あらかじめ環境省が研究プロジェクトを構成する研

究テーマを提示し、各テーマを構成する研究課題（サブテーマ）を公募します。 

 

（２）公募研究領域と重点課題 

令和６年度新規課題の公募は、「環境研究・環境技術開発の推進戦略」（令和元年５月環境大

臣決定）（以下「推進戦略」という。）の構成に沿った５つの研究領域で行います。各研究領域に

おいて、中長期的な社会像の実現に向けた研究・技術開発を推進するために、今後５年間で重点

的に取り組むべき課題として示された「重点課題」は、表２のとおりです。 

応募に当たっては重点課題と対応する研究領域を選択してください（「戦略的研究開発」を除

く。）。重点課題は２つまで選択することが可能です。より重視する重点課題の領域を「主」とし

て選択し、申請書及びe-Radの研究領域欄には、「主」とした重点課題に対応する研究領域を記入

してください。審査は研究領域毎に設置された研究部会にて行います。 

表２ 公募研究領域と重点課題 

研究領域 各領域に対応する「推進戦略」の重点課題 

統合領域 

 

 

【重点課題①】持続可能な社会の実現に向けたビジョン・理念の提示 

【重点課題②】ビジョン・理念の実現に向けた研究・技術開発 

【重点課題③】持続可能な社会の実現に向けた価値観・ライフスタイルの変革 

【重点課題④】環境問題の解決に資する新たな技術シーズの発掘・活用 

【重点課題⑤】災害・事故に伴う環境問題への対応に貢献する研究・技術開発 

【重点課題⑥】グローバルな課題の解決に貢献する研究・技術開発（「海洋プラス

チックごみ問題への対応」） 

気候変動領域 【重点課題⑦】気候変動の緩和策に係る研究・技術開発 
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研究領域 各領域に対応する「推進戦略」の重点課題 

 

 
【重点課題⑧】気候変動への適応に係る研究・技術開発 

【重点課題⑨】地球温暖化現象の解明・予測・対策評価 

※本領域における研究・技術開発は、特定の産業の発達、改善、調整を目的として

いるものではありません。 

資源循環領域 

 
【重点課題⑩】地域循環共生圏形成に資する廃棄物処理システムの構築に関する

研究・技術開発 

【重点課題⑪】ライフサイクル全体での徹底的な資源循環に関する研究・技術開発 

【重点課題⑫】社会構造の変化に対応した持続可能な廃棄物の適正処理の確保に

関する研究・技術開発 

自然共生領域 

 

 

【重点課題⑬】生物多様性の保全に資する科学的知見の充実や対策手法の技術開

発に向けた研究 

【重点課題⑭】生態系サービスの持続的な利用やシステム解明に関する研究・技術

開発 

安全確保領域 

 

 

【重点課題⑮】化学物質等の包括的なリスク評価・管理の推進に係る研究 

【重点課題⑯】大気・水・土壌等の環境管理・改善のための対策技術の高度化及び

評価・解明に関する研究 

※エネルギー起源CO2
（注１）の排出抑制を主たる目的とした技術開発は公募対象外とします（エネ

ルギー起源CO2の排出抑制を主たる目的とした技術開発はエネルギー対策特別会計事業（注２）の

対象となります。）。 非エネルギー起源CO2の排出抑制を目的とした研究提案は公募対象です。 

注１： エネルギー起源CO2とは、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素を指します。 

注２： 環境省ホームページ「エネ特（エネルギー対策特別会計）とは」 

https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/enetoku/about/ 

 

なお、「環境研究・環境技術開発の推進戦略」（令和元年５月環境大臣決定） については、以

下をご参照ください。 

 

〇環境省：環境研究・環境技術開発の推進について 

https://www.env.go.jp/policy/tech/kaihatsu.html 

 

（３）行政要請研究テーマ（行政ニーズ） 

行政要請研究テーマ（行政ニーズ）は、前項で示した公募研究領域の16の重点課題ごとに、環

境省各部局が速やかに環境政策に反映するため、今後２、３年間に必要となる環境研究・技術開

発のテーマを設定したものです。本公募においては、行政要請研究テーマ（行政ニーズ）に適合

する研究技術開発の提案を重視しますが、行政要請研究テーマ（行政ニーズ）への適合は申請に

あたっての必須条件ではありません。 

今回、環境省が設定した行政要請研究テーマ（行政ニーズ）は「別添資料１ 令和６年度新規課

題に対する行政要請研究テーマ（行政ニーズ）について」をご参照ください。 
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４．令和６年度新規課題公募に関する特記事項                  
（１）一定の採択枠を設ける公募区分 

 令和６年度の新規課題公募では、以下の公募区分について一定の採択枠を設けます。 

 

１）環境問題対応型研究（ミディアムファンディング枠） 

自然科学分野から人文・社会科学分野まで多様な分野からの研究提案、若手研究者からの研究

提案など、より多くの研究提案に機会を提供することを目的として設置する申請枠で、環境問題

対応型研究の研究開発費の年間支援規模が全研究期間2,000万円以内/年の規模で実施する研究

課題。 

環境問題対応型研究（ミディアムファンディング枠）の詳細は本要領p.32「Ⅱ.１.（２）公募

区分」をご参照ください。 

※環境問題対応型研究のうち、研究開発費の年間支援規模が全研究期間2,000万円以内/年の

申請課題は、全てミディアムファンディング枠として審査を行います。 

なお、環境問題対応型研究（技術実証型）にミディアムファンディング枠はありません。 

 

２）革新型研究開発（若手枠）  

人文・社会科学分野を含む多様な分野の若手研究者の育成支援及び活躍促進を一層図るた

め、新規性・独創性・革新性に重点を置いた、若手研究者向けの募集枠である革新型研究開発

（若手枠）として実施する研究課題。 

なお、革新型研究開発（若手枠）への申請は、研究代表者及び研究分担者の全員が「令和６年

４月１日時点で40歳未満であること」、または「令和６年４月１日時点で博士の学位取得後８年

未満であること」を要件とします。 

革新型研究開発（若手枠）の詳細は本要領p.32「Ⅱ.１.（２）公募区分」をご参照ください。 

 

（２）特に提案を求める研究課題 

令和６年度の新規課題公募では、以下の研究課題を重点的に募集します。 

 

１）自然再興（ネイチャーポジティブ）、炭素中立（ネットゼロ）、循環経済（サーキュラーエ

コノミー）のための研究課題 

環境省の重要な施策として位置付けられている、自然再興（ネイチャーポジティブ）、炭素中

立（ネットゼロ）、循環経済（サーキュラーエコノミー）及びそれらを統合した行政要請研究テ

ーマ（行政ニーズ）に該当する研究課題。 

※「自然再興（ネイチャーポジティブ）、炭素中立（ネットゼロ）、循環経済（サーキュラ

ーエコノミー）及びそれらを統合した行政要請研究テーマ（行政ニーズ）」の内容は、「別

添資料１ 令和６年度新規課題に対する行政要請研究テーマ（行政ニーズ）について」をご

参照ください。 

 

２）多様な分野による総合的な知見により環境政策へ貢献する研究課題 

全ての公募区分において、環境政策への貢献（成果の社会実装）をより一層推進するため、自

然科学分野から人文・社会科学分野までの多様な分野の知見を総合的に活用した研究課題を奨励
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します。多様な分野による総合的な知見の活用が、本研究成果にもたらす効果を申請書の所定の

欄に具体的に記入してください。 

 

（３）海外研究機関との研究連携について 

 国際共同研究による研究成果の最大化を目的として、研究課題を実施するにあたり、海外の研

究機関に所属する研究者が自国等で独自に研究費を調達した研究と国際共同研究を実施し、その

連携により研究成果に優れた効果をもたらすと思われる研究課題については加点を考慮します。 

該当する場合は当該研究機関の名称と連携内容（単なる意見交換、情報交換は除く。）及び当

該連携が本研究成果にもたらす効果を申請書に具体的に記入してください。 

 

（４）「研究目標」の設定について 
計画的かつ効率的に研究を進めるため、研究終了時における到達点をあらかじめ明確にしてく

ださい。また、研究成果の最大化を図るため、意欲的、具体的かつ明確な目標を申請時に設定し

てください。 

研究目標は中間・事後評価の際に、研究目標の困難度を踏まえて、進捗・達成状況等を評価す

る基準となります。なお、研究目標は、契約締結後に研究者の都合で変更することはできません。 

申請書の「３ 研究目標」には、本要領p.56の「別紙２ 研究目標の設定について」を必ず参照

のうえ、研究課題全体及びサブテーマ毎に、本研究の研究目的に対して、何を、どの水準まで達

成するのかを具体的かつ明確に記載してください。 

 

○環境研究総合推進費令和５年度 中間・事後評価要領 

https://www.erca.go.jp/suishinhi/keiyaku/document/keiyaku_6_1.pdf 

 

 

５．過去の採択課題・実施中の研究課題について                  
過去の採択課題・実施中の研究課題については、以下のERCAホームページで公開している研究

課題データベースをご参照ください。応募を予定している研究がどの研究領域に該当するのか判

断が難しい場合や、推進費において既に実施されている研究課題との重複又は類似について確認

する場合等に参考にしてください。 

 

○環境研究総合推進費 研究課題データベース 

https://www.erca.go.jp/suishinhi/seika/db/search.php?research_status=ing 

 

○（参考）ERCA移管前に終了した課題一覧（環境省ホームページ） 

http://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/kadai/syuryo_report/h29/h29_suishin_report.html 

 

 

６．応募手続き                                 

（１）応募方法 

府省共通研究開発管理システム（以下「e-Rad」という。）での応募とします。 
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推進費［委託費］と推進費［補助金］で必要な書類が異なりますので、それぞれ本要領p.32「Ⅱ. 

推進費［委託費］に関する事項」又は本要領p.46「Ⅲ. 推進費［補助金］に関する事項」をご参

照ください。 

 

（２）応募期間の主なスケジュール 

公募開始 令和５年９月13日（水）13時 

公募締切 
令和５年10月17日（火）13時 

（e-Radでの応募書類の受付期限） 

 

例年、締切間近に申請が集中し、e-Radの受付処理が滞る事態が生じています。e-Radへの情報

入力には最低でも60分前後かかりますので、募集締切前数日以上の余裕をもって申請してくださ

い。 

また、e-Radでの応募に当たっては、公募区分毎にシステムへの入り口が異なりますので、くれ

ぐれもご注意ください。間違えた入り口から入り、別の公募区分に応募した場合は、ERCAにご相

談ください。ただし、締切後は、公募区分の変更はできず不受理となりますので、ご注意くださ

い。 

※ 【重要】e-Radシステムへの登録について 

推進費の応募に当たっては、e-Radシステムへの事前登録（研究機関、研究者情報、研究

インテグリティに係る情報）が必要です。事前登録の詳細は本要領p.８「Ⅰ.７.（３）e-Ra

d使用に当たる事前登録」をご参照ください。e-Radに研究機関の登録がされていない場合は、

登録手続きに日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもって登録手続きをし

てください。 

※ 締切日時は、記入ミス等の訂正による再提出も含めた締切日時です。訂正版の提出でも締切

時刻を過ぎると一切受理できませんのでご注意ください。 

※ 受付期間以降に到着した書類のうち、遅延がERCAにおける事情に起因しない場合は、いかな

る理由があっても応募課題として受付けません。 
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課題番号 研究課題名 研究代表者 研究代表機関

1-2401 世界を対象とした1.5℃気候安定化目標下の二酸化炭素除去の選択肢とその含意 藤森 真一郎 京都大学

1-2402 徹底的な資源循環の先にある循環型社会像と実現可能な到達経路の探索 村上 進亮 東京大学

1-2403
環境中マイクロ・ナノプラスチックの標準品ライブラリ整備とリスク解析に資する安全性情報の集
積

堤 康央 大阪大学

1-2404
地域を主体とするサスティナブル社会への移行方法論の構築：地域循環共生圏事業の発展的
な拡大にむけて

赤尾 健一 早稲田大学

1-2405 SDGs達成への変革のためのシナジー強化とトレードオフ解消に関する研究 蟹江 憲史 慶應義塾大学

1-2406 生物多様性と子どもの健康の関連解析と健康に直結する自然再興指標の提案 中山 祥嗣 （国研）国立環境研究所

1MF-2401
再生可能エネルギー導入に向けたオンライン・オフライン熟議による重層型(マルチレベル)合意
形成・コミュニケーション手法の開発

馬場 健司 東京都市大学

1MF-2402 環境適合型ケミカルリサイクルを実現するソフトブレーク法開発 西形 孝司 山口大学

1MF-2403
ネイチャーテクノロジーを活かした「負から正への転換」のための社会科学技術論と自然の模倣
を通じた発想転換型イノベーションのための政策研究

香坂 玲 東京大学

1MF-2404 下水汚泥を原料及びバイオ触媒として利用したバイオプラスチック生産システムの開発 井上 大介 大阪大学

1RA-2401
微生物による分解を必要としない海洋分解性高分子の開発とマテリアルリサイクル可能なセル
ロースナノファイバー複合材料への展開

内藤 瑞 東京大学

1RA-2402 ダウンスケーリングによる建物・街区レベルの社会経済・環境シナリオの構築 村上 大輔 統計数理研究所

1RA-2403 濃厚水溶液によるめっきのデトックス 北田 敦 東京大学

1RA-2404 環境適合な有機ハイドライドの創出とグリーン水素の製造・貯蔵法の構築 岡 弘樹 東北大学

1RB-2401 長主鎖モノマーを含むバイオポリエステルの海洋生分解性評価 蜂須賀 真一 北海道大学

1RB-2402 木質系バイオマス資源から低級炭化水素への触媒的化学変換 大須賀 遼太 北海道大学

令和６年度環境研究総合推進費新規採択研究課題
環境問題対応型研究・革新型研究開発（若手枠）

統合領域（統合部会）

環境問題対応型研究（一般課題、技術実証型）　

革新型研究開発（若手枠A・B）　  ※RA：年間支援規模600万円以内、RB：年間支援規模300万円以内

【重点課題】
①持続可能な社会の実現に向けたビジョン・理念の提示
➁ビジョン・理念の実現に向けた研究・技術開発
➂持続可能な社会の実現に向けた価値観・ライフスタイルの変革
④環境問題の解決に資する新たな技術シーズの発掘・活用
➄災害・事故に伴う環境問題への対応に貢献する研究・技術開発
⑥グローバルな課題の解決に貢献する研究・技術開発（「海洋プラスチックごみ問題への対応」）

環境問題対応型研究（ミディアムファンディング枠）
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課題番号 研究課題名 研究代表者 研究代表機関

2-2401 日本・アジア太平洋地域の将来変化に関わる複合的な極端気象・気候現象の定量化と理解 堀之内 武 北海道大学

2-2402 太平洋環礁国における気候変動に強靭な社会のためのNbS研究 茅根 創 東京大学

2-2403
衛星観測データによる大規模排出源からの二酸化炭素排出量推定モデルの開発と定量的精度
評価

今須 良一 東京大学

2MF-2401 ゼオライトを用いた大気中からのCO2直接除去システムの構築と評価 伊與木 健太 東京大学

2MF-2402
サステナブルファイナンスの拡大とインパクトに関する研究：気候変動と生物多様性に焦点をあ
てて

森田 香菜子 （国研）森林研究・整備機構

2RA-2401
気候変動下で激甚化する都市型水害の低減に向けた都市型豪雨のモデル精緻化と不確実性
の低い予測技術の開発

河野 なつ美 埼玉県環境科学国際センター

2RB-2401 気候変動下における熱中症リスクの将来推計と持続可能なエネルギー戦略 井上 希 国立社会保障・人口問題研究所

2RB-2402
エネルギーキャリアとしてのアンモニアの利用を志向したPt-Mo系直接アンモニア燃料電池ア
ノードの開発

高橋 弘樹 秋田大学

3-2401
秘匿性と公開検証性を両立させたブロックチェーン技術によるプラスチック循環のマスバランス
方式等評価手法確立と消費者行動への影響分析

松本 亨 北九州市立大学

3-2402 リチウムイオン電池のさらなる普及を見据えた資源循環システムの安全性と資源回収性の確保 寺園 淳 （国研）国立環境研究所

3-2403
廃棄物の処理・処分・再資源化の段階におけるPFASの包括的な評価・管理のためのモニタリン
グ／モデリング手法の開発と応用

松神 秀徳 （国研）国立環境研究所

3-2404 プラスチックに対するマスバランス方式の適用方法に関する研究 橋本 征二 立命館大学

3G-2401 廃棄物由来等の未利用熱の蓄熱輸送による蒸気回生システムの開発 藤井 祥万 東京大学

3MF-2401 植物油工場で大量発生する油滓を再資源化可能なエネルギー自立型プロセスの開発 廣森 浩祐 東北大学

3MF-2402 繊維廃棄物のガス化リサイクルと水素利用を核とした地域循環シナリオの構築 中谷 隼 東京大学

3RA-2401 海洋環境と調和した電気化学的水素製造法の開発 片山 祐 大阪大学

3RA-2402 シリコン太陽電池を用いた中小規模廃棄物焼却炉における熱発電技術 清水 信 東北大学

3RA-2403 多機能性触媒を用いたバイオガスからの含酸素化合物合成 多田 昌平 北海道大学

3RB-2401 セルロースの水素への効率的光転換に向けた反応環境の設計 齊藤 寛治 秋田大学

環境問題対応型研究（ミディアムファンディング枠）

革新型研究開発（若手枠A・B）　  ※RA：年間支援規模600万円以内、RB：年間支援規模300万円以内

環境問題対応型研究（一般課題、技術実証型）　 ※G：技術実証型

環境問題対応型研究（ミディアムファンディング枠）

革新型研究開発（若手枠A・B）　  ※RA：年間支援規模600万円以内、RB：年間支援規模300万円以内

気候変動領域（気候変動部会）

資源循環領域（資源循環部会）

【重点課題】
➆気候変動の緩和策に係る研究・技術開発
⑧気候変動への適応に係る研究・技術開発
➈地球温暖化現象の解明・予測・対策評価

【重点課題】
➉地域循環共生圏形成に資する廃棄物処理システムの構築に関する研究・技術開発
⑪ライフサイクル全体での徹底的な資源循環に関する研究・技術開発
⑫社会構造の変化に対応した持続可能な廃棄物の適正処理の確保に関する研究・技術開発

環境問題対応型研究（一般課題、技術実証型）
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課題番号 研究課題名 研究代表者 研究代表機関

4-2401 絶滅に瀕する島嶼陸産貝類の保全に向けた貝食性外来種防除技術の開発 千葉 聡 東北大学

4-2402
小笠原諸島・西之島が現在進行形で見せる『大陸生成現象』の再評価へむけた海域火山の海
空総合的調査研究

吉田 健太 （国研）海洋研究開発機構

4-2403 海草藻場生態系とアオウミガメの共存を図る環境政策に向けた科学的基盤の確立 奥山 隼一 （国研）水産研究・教育機構

4G-2401 プランクトンAI画像判別計数システムによる湖沼・ダム湖生態系監視手法の確立と展開 占部 城太郎 東北大学

4MF-2401 生殖細胞保存による希少猛禽類の域外保全の推進 村山 美穂 京都大学

4MF-2402
小笠原諸島西之島における大陸地殻の形成過程：プレート沈み込みの開始から衝突帯における
大陸生成までのシナリオ

田村 芳彦 （国研）海洋研究開発機構

4RA-2401 絶滅危惧種への応用を目指した鱗翅目昆虫の精子凍結保存と人工生殖技術の研究 小長谷 達郎 奈良教育大学

4RB-2401 希少ヤマネコの糞由来DNAにもとづく高効率・高精度な遺伝的モニタリング手法の確立 松本 悠貴 アニコム先進医療研究所株式会社

4RB-2402
海鳥類の高密度繁殖地における個体数推定法の革新：ドローン・バイオロギング・深層学習の統
合研究

井上 漱太 名古屋大学

4RB-2403
「減る固有種」と「減らない固有種」の遺伝的多様性ホットスポットと生態情報の比較による重点
保全地域の提案

相馬 純 弘前大学

5-2401 環境中PFASの包括的評価を目指した総PFASスクリーニング測定技術の開発 谷保 佐知 （国研）産業技術総合研究所

5-2402
血中有機フッ素化合物（PFAS）とがん、代謝性疾患、死亡との関連を明らかにする前向きコホー
ト研究

澤田 典絵 （国研）国立がん研究センター

5-2403 PFASによる発達神経毒性スクリーニングと作用機構の解析 鯉淵 典之 群馬大学

5-2404 大気中マイクロ/ナノプラスチックの海洋-陸域相互作用と劣化機構 大河内 博 早稲田大学

5-2405
持続可能な航空燃料によるCO2削減と健康リスク低減の共便益性評価に資する航空機排出イ
ンベントリの構築

竹川 暢之 東京都立大学

5MF-2401 生体・環境試料の網羅分析に基づく作用・構造類似化学物質の複合曝露影響解析 江口 哲史 千葉大学

5MF-2402 環境-野生動物間のワンヘルスに向けた新興感染微生物の発生動向とその評価手法の提案 西山 正晃 山形大学

5MF-2403 窒素安定同位体比を用いたアンモニアガス，PM2.5のアンモニウムの発生源解析 川島 洋人 芝浦工業大学

5RA-2401 農薬類の同時曝露が中枢神経系に及ぼす複合リスクに関する実践的評価法の開発 平野 哲史 富山大学

5RA-2402 藍藻が持つ代謝物産生能力に対する環境条件の影響評価に向けた無菌株作製方法の構築 浅田 安廣 京都大学

5RB-2401 水の微生物汚染源の網羅的な特定手法としてのメタバーコーディングの活用 端 昭彦 富山県立大学

安全確保領域（安全確保部会）

環境問題対応型研究（一般課題、技術実証型）　  ※G：技術実証型

革新型研究開発（若手枠A・B）　  ※RA：年間支援規模600万円以内、RB：年間支援規模300万円以内

環境問題対応型研究（一般課題、技術実証型）　

環境問題対応型研究（ミディアムファンディング枠）

環境問題対応型研究（ミディアムファンディング枠）

革新型研究開発（若手枠A・B）　  ※RA：年間支援規模600万円以内、RB：年間支援規模300万円以内

自然共生領域（自然共生部会）

【重点課題】
⑬生物多様性の保全に資する科学的知見の充実や対策手法の技術開発に向けた研究
⑭生態系サービスの持続的な利用やシステム解明に関する研究・技術開発

【重点課題】
⑮化学物質等の包括的なリスク評価・管理の推進に係る研究
⑯大気・水・土壌等の環境管理・改善のための対策技術の高度化及び評価・解明に関する研究
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テーマ名・サブテーマ名
テーマリーダー・

サブテーマリーダー
所属機関

観測に基づくGHGおよび関連物質の地表面フラックス早期評価システムの構築 丹羽洋介 （国研）国立環境研究所

S-22-1(1) 大気モデルと大気観測による地表面フラックス推定手法の開発 丹羽洋介 （国研）国立環境研究所

S-22-1(2) マルチプラットフォーム観測による大気中のGHGとSLCF動態の把握 寺尾有希夫 （国研）国立環境研究所

S-22-1(3) 現場観測と高解像度海洋モデルによる大気・海洋間CO2フラックスの評価向上 小杉如央 気象庁気象研究所

予測モデルおよび逆推定モデルを用いた全球規模での主要3種GHGに関する排出・吸収
量の研究

羽島知洋 （国研）海洋研究開発機構

S-22-2(1) 地球システムモデルを用いた全球規模でのGHG収支変動の理解とモデル検証 羽島知洋 （国研）海洋研究開発機構

S-22-2(2) トップダウン手法を 用いた全球規模でのGHG収支推定と変動メカニズムの解明 PatraPrabir （国研）海洋研究開発機構

吸収源を含む地表GHGおよび関連物質収支のボトムアップ評価に関する研究 伊藤昭彦 東京大学

S-22-3(1) 物質循環モデルおよびインベントリを用いた陸域GHGおよび関連物質収支に関する研究 伊藤昭彦 東京大学

S-22-3(2) 衛星観測による陸域 GHG 収支変動の監視に関する研究 市井和仁 千葉大学

S-22-3(3) 地上観測およびデータ駆動型モデルを用いた森林土壌GHG交換量の評価に関する研究 橋本昌司 （国研）森林研究・整備機構

GHGおよび関連大気物質の監視データの環境対策・政策への効果的な反映に関する研
究

田邉清人 （公財）地球環境戦略研究機関

S-22-4(1)
GHG および関連大気物質の監視データの国際的な環境対策・政策への反映促進に関する
研究

田邉清人 （公財）地球環境戦略研究機関

S-22-4(2)
 GHG等の監視データを活用して、我が国の排出削減対策の計画・実施を促進するための研
究

石川智子 （公財）地球環境戦略研究機関

S-22-3

S-22-4

令和６年度環境研究総合推進費新規採択研究課題　戦略的研究開発（Ⅰ）

課題番号

S-22-1

S-22-2

S-22　　気候変動緩和に向けた温室効果ガスおよび大気質関連物質の監視に関する総合的研究
　　　　　 プロジェクトリーダー：伊藤昭彦 (東京大学）
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テーマ名・サブテーマ名
テーマリーダー・

サブテーマリーダー
所属機関

沿岸環境・生態系デジタルツインの開発と実践 東博紀 （国研）国立環境研究所

S-23-1(1) 統合評価モデルと見える化技術の開発 東博紀 （国研）国立環境研究所

S-23-1(2) 栄養塩類管理・ボトムアップ効果の評価手法開発 中谷祐介 大阪大学

S-23-1(3) 生態系管理・トップダウン効果の評価手法開発 山口敦子 長崎大学

S-23-1(4) 市民参画による再生ビジョンの構築と価値評価 古川恵太 （特非）海辺つくり研究会

自然共生サイトの生物多様性と構成種の生態に関する観測研究・基盤データ集積 金谷弦 （国研）国立環境研究所

S-23-2(1) 干潟底生動物の多様性と食物網 金谷弦 （国研）国立環境研究所

S-23-2(2) 藻場の生息場創出・提供機能 山北剛久 （国研）海洋研究開発機構

S-23-2(3) 干潟・藻場等生態系間の遺伝的連結性 浜口昌巳 福井県立大学

自然・人工サイトとの相互作用を考慮した沿岸域の物質循環・輸送モデルの開発 入江政安 大阪大学

S-23-3(1) サイト～湾の相互作用や外力の影響を評価しうる流れ～水質・生態系モデルの構築 入江政安 大阪大学

S-23-3(2) 自然共生サイトにおける生態系構造・ 物質循環およびそれらへの物理環境の影響 大谷壮介 大阪公立大学工業高等専門学校

S-23-3(3)
強閉鎖性海域・護岸における生態系の構造と機能の把握および湾スケールの物質循環への
寄与

遠藤徹 大阪公立大学

自然共生サイト・内湾における低次-高次生態系網モデルの開発 相馬明郎 大阪公立大学

S-23-4(1) 低次-高次生態系網の数理モデル化 相馬明郎 大阪公立大学

S-23-4(2) 自然共生サイトにおける生態系網の観測・実験による評価 冨山毅 広島大学

S-23-4(3) 閉鎖性内湾における生態系網の観測・実験による評価 児玉圭太 （国研）国立環境研究所

S-23-4

令和６年度環境研究総合推進費新規採択研究課題　戦略的研究開発（Ⅰ）

S-23　　沿岸環境・生態系の統合的管理のためのデジタルツインプラットフォームの構築
　　　　　 プロジェクトリーダー：東博紀　(（国研）国立環境研究所)

課題番号

S-23-1

S-23-2

S-23-3
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予算と決算の対比 
   （単位：百万円）

区分 予算額 決算額 主な差額理由 

収入    

 運営費交付金 7,857 8,298  

 国庫補助金 244 233  

 その他の政府交付金 10,971 10,967  

 都道府県補助金 232 232  

 業務収入 25,207 25,219  

 受託収入 - 73  

 運用収入 910 878  

 その他収入 167 543 他の法令による救済調整に伴う石綿健康被害救済給付

の返還金が発生したことによる増等 

 計 45,588 46,443  

支出    

 業務経費 53,866 46,052  

  公害健康被害補償予防業務経費 36,593 31,735 公害健康被害者の認定患者数の減少に伴う地方公共団

体への納付金の減等 

   うち人件費 317 266 業務の効率化による経費の縮減 

  石綿健康被害救済業務経費 5,509 5,305 石綿健康被害救済給付費が見込みを下回ったこと等に

よる減 

   うち人件費 292 259 業務の効率化による経費の縮減 

  環境保全研究・技術開発業務経費 6,350 6,558  

   うち人件費 192 155 業務の効率化による経費の縮減 

  基金業務経費 5,073 2,311 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理経理において中間貯蔵・

環境安全事業株式会社に対する助成金が見込みを下回

ったことによる減 

   うち人件費 136 128 業務の効率化による経費の縮減 

  承継業務経費 342 143 仮差押保証金等が見込みを下回ったことによる減 

   うち人件費 138 110 業務の効率化による経費の縮減 

 受託経費 - 73  

 一般管理費 1,222 1,143  

  うち人件費 482 433 業務の効率化による経費の縮減 

 計 55,089 47,268  

 
 
経費削減及び効率化目標との関係 

  （単位：百万円、％） 

区分 

平成 30 年度 当中期目標期間 

金額 
（中期計画） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 

一般管理費 90 74 △ 17.1 68 △ 23.8 79 △ 11.7 67 △ 25.3 68 △ 24.3 

業務経費 1,550 1,360 △ 12.2 1,179 △ 23.9 1,256 △ 19.0 1,259 △ 18.8 1,284 △ 17.2 

（注）削減目標は予算ベースで設定しているため、損益計算書上の科目整理とは異なる。 
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（１）一般管理費の効率化 
    （単位：千円、％）  

区分 
平成 30 年度 
（中期計画） 

予算 A 

 
区分 

令和５年度 
（年度計画） 

 

 
B 中期計画比 

（B／A） 
 

  

共通 89,696 

 計画予算 82,406 △ 8.1  

 
実績 

（82.4）   

 67,873 △ 24.3 
 

（注１）B 欄の上段（ ）書きは計画予算に対する執行率である。 
（注２）上記は効率化対象経費のみである。 

 

 
（２）業務経費の効率化 

    （単位：千円、％）  

区分 
平成 30 年度 
（中期計画） 

予算 A 

 
区分 

令和５年度 
（年度計画） 

 

 
B 中期計画比 

（B／A） 
 

  

公健勘定 303,163 

 計画予算 288,002 △ 5.0  

 
実績 

（87.8）   

 252,822 △ 16.6 
 

石綿勘定 218,144 

 計画予算 207,233 △ 5.0  

 
実績 

（92.0）   

 190,650 △ 12.6 
 

研究勘定 240,521 

 計画予算 228,493 △ 5.0  

 
実績 

（82.6）   

 188,849 △ 21.5 
 

基金勘定 787,923 

 計画予算 748,520 △ 5.0  

 
実績 

（87.0）   

 651,533 △ 17.3 
 

合計 1,549,751 

 計画予算 1,472,247 △ 5.0  

 
実績 

（87.2）   

 1,283,854 △ 17.2 
 

（注１）B 欄の上段（ ）書きは計画予算に対する執行率である。 
（注２）上記は効率化対象経費のみである。 
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令和６年６月25日 

 
令和５年度独立行政法人環境再生保全機構調達等合理化計画の実績及び自己評価 

 

１．調達の現状と要因の分析 

（１） 調達の全体像について 

・  独立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」という。）における令和５年度の契約状況は、表１のようになってお

り、契約件数（少額随意契約の基準金額以下の調達を除く。）は39件、契約金額は1,863百万円であり、うち競争性

のない随意契約は13件、契約金額は69百万円であった。 

・  令和４年度と比較して、全体の金額が増加しているのは、令和６年度から開始される第５期中期計画期間に向け

た大規模なシステム等の調達があったことが主な要因である。 

・  令和４年度と比較して、競争性のない随意契約の件数及び金額が増加しているのは、新規業務の開始に伴うレイ

アウト変更が行われ、それに付随する調達が多くあったことが主な要因である。 

 

表１ 令和５年度の調達全体像           （単位：件、百万円） 

 
令和４年度 令和５年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等 
（64.3％） 

27 

（38.1％） 

199 

（56.4％） 

22 

（89.6％） 

1,669 

（△18.5％） 

△5 

（738.7％） 

1,470 

企画競争・公募 
（9.5％） 

4 

（51.0％） 

266 

（10.3％） 

4 

（6.7％） 

125 

（0％） 

0 

（△53.0％） 

△141 

競争性のある 

契約（小計） 

（73.8％） 

31 

（89.1％） 

465 

（66.7％） 

26 

（96.3％） 

1,794 

（△16.1％） 

△5 

（285.8％） 

1,329 

競争性のない 

随意契約 

（26.2％） 

11 

（10.9％） 

57 

（33.3％） 

13 

（3.7％） 

69 

（18.2％） 

2 

（21.1％） 

12 

合 計 
（100.0％） 

42 

（100.0％） 

522 

（100.0％） 

39 

（100.0％） 

1,863 

（△7.1％） 

△3 

（256.9％） 

1,341 

（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注 2） 各年度の上段（ ）書きは、各項目の合計に対する構成比、比較増△減欄の〔 〕書きは増△減率である。 

（注 3） 少額随意契約の基準金額以下の調達を除く。 

 

（２） 一者応札・応募の状況について 

機構における令和５年度の一者応札・応募の状況は、表２のようになっており、競争性のある契約のうち、一者応札・

応募は６件、契約金額は135百万円であった。 

なお、令和４年度と比較して、金額が増加しているのは、令和６年度から開始される第５期中期計画期間に向けた大

規模なシステム等の調達の一部が影響したことが主な要因である。 

 
       表２ 令和５年度の一者応札・応募状況       （単位：件、百万円） 

 令和４年度 令和５年度 比較増△減 

２者以上 
件数 26（83.9％） 20（76.9％） △6（△23.1％） 

金額 394（84.7％） 1,659（92.5％） 1,265（321.1％） 

１者 
件数 5（16.1％） 6（23.1％） 1（20％） 

金額 71（15.3％） 135（7.5％） 64（90.1％） 

合 計 
件数 31（100.0％） 26（100.0％） △5（△16.1％） 

金額 465（100.0％） 1,794（100.0％） 1,329（285.8％） 

（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注 2） 合計欄は、競争契約（一般競争、企画競争及び公募）を行った計数である。 

（注 3） 各年度の（ ）書きは、各項目の合計に対する構成比、比較増△減欄の〔 〕書きは増△減率である。 
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２．重点的に取り組む分野（【 】は評価指標） 

一者応札・応募に関する改善 

調達における競争性及び透明性を維持するため、以下の取組みを実施した。【実施割合：100％】 

①  公告から入札までの期間について10営業日以上を確保した。 

②  契約手続審査委員会による事前の審査については、競争性を確保するため、調達数量、業務

範囲、スケジュール、必要な資格設定、業務の実績要件及び地域要件の妥当性について重点を

置いた審査を実施した。 

③  調達情報に係るメールマガジンの活用等により、発注入札情報の更なる周知を図った。 

 

３．調達に関するガバナンスの徹底（【 】は評価指標） 

（１） 随意契約に関する内部統制の確立 

令和５年度に締結した随意契約13件については、契約手続審査委員会において、事前に審査を

行い、会計規程に定める「随意契約によることができる事由」との整合性や、より競争性のある調達

手続きの実施の可否の観点で審査を実施するとともに、新規の案件については、契約監視委員会委

員への事前説明を経た上で調達を行った。 

【契約手続審査委員会による審査の件数：13件（全件）】 

 

（２） 不祥事の発生の未然防止等のための取組み 

機構職員に対し契約事務研修を実施し、適切な事務手順及び不正予防等コンプライアンスの維持

に努めた。新たに採用された機構職員に対しても、契約事務に関する研修機会を設けた。また、環境

省から講師を招き、国の会計制度・契約制度等に関する研修を実施した。 

【実施結果：国の会計制度・契約制度等に関する研修（令和５年７月）、電子帳簿保存法への対応に

係る説明会（令和５年12月）】 

 

４．その他の調達事務における取組み 

（１） 入札参加機会拡大のための取組み 

令和５年度においては、入札参加機会拡大への対応として①・②の取組みを実施した。 

①  引き続き環境省ホームページの入札等情報に機構の調達情報のリンクを掲載していただくとと

もに、機構ホームページに入札公告や発注見通しを掲載した都度機構のトップページに新着情報

として表示し、入札参加機会の拡大を図った。 

②  発注入札関係アンケートを機構ホームページに掲載し、調達情報の入手経路や入札参加状況

を把握し、入札参加機会の拡大に努めた。 

 

（２） ワーク・ライフ・バランス等推進企業への対応 

令和５年度においては、ワーク・ライフ・バランス等推進企業への対応として、調達内容の品質の

低下、事業の執行への支障等が生じない範囲で、総合評価落札方式及び企画競争（10件（全件））の

評価加点項目として設定した。 

（注）ワーク・ライフ・バランス等推進企業 

ⅰ)  ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律その他

関係法令に基づく認定を受けた企業 

ⅱ)  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第８条に基づく一般事業主行動計画

を策定した企業（常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。） 

 

（３） 新型コロナウイルス感染拡大防止への対応 

令和５年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類感染症に変
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更となった以降も、次のＤＸをはじめとする非対面による対応を継続した。 

① 一般競争入札等における入札書の郵送による受付 

② 入札説明書等資料のメール送信による交付 

③ 入札説明会のほか提案書等に係るヒアリングの開催を必要に応じてオンラインにより実施 

 

５．自己評価の実施 

令和５年度調達等合理化計画の実施状況は、上記１～４に記載のとおりであり、契約に係る競争の 

推進と調達に関するガバナンスの徹底について、所期の目標を達成したことから、自己評価は「Ｂ」とし

た。 

 

６．推進体制 

（１） 推進体制 

本計画に定める各事項を着実に実施するため、財務部担当理事を総括責任者とする契約手続審

査委員会により、調達等合理化に取り組んだ。 

また、契約手続審査委員会に令和５年度計画の実績及び自己評価（案）を報告した。 

 

総括責任者 財務部担当理事 

メンバー 総務部長、財務部長 

 

（２） 契約監視委員会による審査 

令和６年５月21日に契約監視委員会を開催し、新規の競争性のない随意契約、一者応札・応募案

件及び令和５年度計画の実績等について、点検・評価を受けた。 

 

以上 
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簡潔に要約された財務諸表（法人全体） 
 
（１）貸借対照表 

  （単位：百万円） 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部）  （負債の部）  

流動資産  流動負債  

現金及び預金 ＊1 84,589 引当金 133 

有価証券 98,300 その他 2,770 

割賦譲渡元金 548 固定負債  

その他 953 資産見返負債 409 

固定資産  石綿健康被害救済基金預り金 74,958 

有形固定資産 358 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物処理基金預り金 22,486 

投資有価証券 134,049 預り維持管理積立金 130,964 

破産更生債権等 18 引当金 763 

その他 881 その他 36 

   法令に基づく引当金等  

  納付財源引当金 13,051 

  負債合計 245,571 

  （純資産の部） ＊2  

  資本金（政府出資金） 15,955 

  資本剰余金 43,661 

  利益剰余金 14,509 

  純資産合計 74,124 

資産合計 319,695 負債純資産合計 319,695 

 
（２）行政コスト計算書 

 （単位：百万円）

科目 金額 

損益計算書上の費用 48,123 

 経常費用 ＊3 47,009 

 臨時損失 ＊4 1,114 

その他行政コスト ＊5 － 

行政コスト合計 48,123 
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（３）損益計算書 
 （単位：百万円）

科目 金額 

経常費用 ＊3 47,009 

 業務費 45,976 

 一般管理費 1,032 

 財務費用 2 

経常収益 47,288 

 運営費交付金収益等 21,090 

 自己収入等 26,198 

臨時損失 ＊4 1,114 

臨時利益 1,443 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 3 

当期総利益 ＊6 611 

 
（４）純資産変動計算書 

    （単位：百万円）

科目 資本金 資本剰余金 利益剰余金 純資産合計 

当期首残高 15,955 43,652 13,901 73,508 

当期変動額 － 9 608 617 

 その他行政コスト ＊5 － － － － 

 当期総利益 ＊6 － － 611 605 

 その他 － 9 △3 6 

当期末残高 ＊2 15,955 43,661 14,509 74,124 

 
（５）キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：百万円）

科目 金額 

業務活動によるキャッシュ・フロー 3,988 

投資活動によるキャッシュ・フロー  14,731 

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 87 

資金増加額（△資金減少額） 18,633 

資金期首残高 12,956 

資金期末残高 ＊7 31,589 

 
（参考）資金期末残高と現金及び預金との関係 

 （単位：百万円）

科目 金額 

資金期末残高 ＊7 31,589 

定期預金 53,000 

現金及び預金 ＊1 84,589 

 

１～７の表中の＊印は、それぞれの関連項目を示す。 
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財務情報 主要な財務データの経年比較 
    （単位：百万円）

区分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

資産 309,019 316,389 314,505 316,632 319,695 

負債 239,421 245,315 242,055 243,124 245,571 

純資産 69,598 71,074 72,450 73,508 74,124 

行政コスト 55,693 53,236 55,982 50,325 48,123 

経常費用 54,600 51,911 55,186 49,650 47,009 

経常収益 55,640 54,705 57,340 51,374 47,288 

当期総利益 431 1,479 1,375 1,053 611 
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令和５年 1 月 31 日 

資 金 管 理 委 員 会 

令和５年度運用方針 

 

１．共通の基本方針 

(1) 運用資金の安全性の確保を最重要視し、安全な金融商品により運用を行い、債

券は発行体の信用力について、預金は金融機関の経営の健全性について十分留

意すること。 

(2) 支払い等に支障をきたさないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定

外の資金ニーズに備えた運用を行うこと。 

(3) 上記の安全性及び流動性を確保した上で、各資金の性格を踏まえ、普通預金に

必要以上の資金を残さないよう効率的な運用を行うこと。 

(4) 社債を取得する際は、その使途が環境負荷の低減または社会的課題の解決等

に資するものとし、各資金の需要に合うグリーンボンド等（SDGs 債）は、積極

的に取得すること。 

 

２．各資金の運用方針 

(1) 公害健康被害予防基金 

令和５年度に償還される債券 33 億円について、金利変動リスクに対応できる

よう償還時期に特に留意したうえで、20 年を上限とした債券による運用を行う

こと。 

なお、債券の取得にあたっては、長期的な利息収入を確保するために、金利状

況や債券発行状況により柔軟に対応すること。 

 

(2) 石綿健康被害救済基金 

被害者救済のための基金であることを踏まえ、救済給付の支給に支障が生じな

いよう留意したうえで、概ね１年以内の預金及び５年以内の債券を組合せた運用

を行うこと。 
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なお、債券保有額の合計は基金残高の５割までとし、単年度の新規取得額は

100 億円を上限とすること。 

 

(3) 地球環境基金 

令和５年度に償還される債券 10 億円について、金利変動リスクに対応できる

よう償還時期に特に留意したうえで、20 年を上限とした債券または預金による

運用を行うこと。 

なお、債券の取得にあたっては、今中期計画予算の利息を確保しつつ、金利状

況や債券発行状況により柔軟に対応すること。 

 

(4) ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法により廃棄物の

処分期間が定められていることから、概ね１年以内の預金運用を行うこととし、

資金の支払日に即した満期日の設定に留意すること。 

 

(5) 維持管理積立金 

積立者からの取戻し請求への支払に支障が生じないよう、短期及び長期の資金

収支を踏まえたうえで、概ね１年以内の預金及び年限 10 年までの債券を組合せ

た運用を行うこと。 

 

(6) その他 

(1)～(5)以外の資金についても、支払い等に支障をきたさないよう支出の時期

に留意しつつ、普通預金に必要以上の資金を残さないよう、概ね１年以内の預金

運用を行うこと。 

 

以上 
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各
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任
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令和５年度実施研修 

 
種類 目的 主な研修 講座数 

①「世の中の動向を先読みすることで環境問題に対するあらゆるニーズを把握し、そのニーズに柔軟に

応えられる人材」アプローチ 

(ア)基礎研

修 

日ごろの職務遂行の

ために必須となる土

台づくりとその維持 

・法制執務研修・例規システム操作説明会（４月） 

・法人文書管理研修（１月） 

・情報セキュリティ研修（６月・11 月・12 月、２月） 

・個人情報保護管理研修（11月） 

・健康管理研修（７月） 

・コンプライアンス・ハラスメント研修（２月） 

・内部統制研修（１月） 

・環境の最新情勢についてのトピックス研修（11月） 

7 

 

(イ)職制別

研修 

組織のマネジメント

力の向上のために、管

理職、昇格者、新入職

員等の職制別に、自身

の役割の実践及び今

後のキャリアアップ

に必要な知識・技能・

心構えを習得する 

・新入職員研修（４月） 

・採用内定者研修（８月、10月、12 月、２月） 

・人事院行政研修 課長補佐級（８月） 

 

・ストレスチェックフィードバック研修（12 月） 

 

 

・３等級研修（12月） 

 

 

・フォローアップ研修（１月） 

11 

(ウ)スキル

アップ研修 

各職員における機構

のミッション達成に

必要な知識・技能の向

上（全職員の主体的な

学習等の促進） 

・環境関連技術習得研修（５月） 

・資格取得支援（IT パスポート）（９月～） 

1 

(エ)環境専

門性研修 

環境行政に関する幅

広い知見を身につけ

る 

・環境省（環境調査研修所）等が主催する研修 

（環境問題史現地研修（西淀川コース、富山コース、四

日市コース、福島コース）、環境問題史研修（水俣） 

５ 

②「機構の所掌業務の適切な運用に必要な専門知識・技能を有した人材」アプローチ 

(オ)業務専

門性研修 

機構の各業務に必要

な専門的知識・技能を

身につける（各部・室

において計画・実施） 

・各部・室の業務に特有の知識・技能を学ぶ研修 

(制度理解の研修、学会・シンポジウムへの参加、文書

管理・契約事務等実務に直結する研修等) 

65 
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研修の効果に関しては、受講後アンケートにより、それぞれの研修が職員の行動変容や意識改革を促

していることを確認した。具体例は、次のとおり。 

 

■ 受講後アンケートの回答（一部抜粋） 

＜コンプライアンス・ハラスメント研修＞ 

・ハラスメントについては一場面のみ切り取って判断できるものではないが、総合的に相手がどう感

じるかを考えた言動を心がける必要を改めて感じられるものだった。また、世代間や性差などで価

値観が異なることはある程度自然なことだと思うので、相互理解する努力を怠らないようにしたい

と感じた。。 

・具体例をもとに日頃の職場環境を考えなおすことができ、受講前よりハラスメントに対する意識が

向上した。 
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令和５年度その他の項目における業務実績等 
 
第４ 短期借入金の限度額 

＜主要な業務実績＞ 

 令和５年度は、短期借入を行わなかった。 
 
第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当

該財産の処分に関する計画 

 なし 

 

第６ 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、または担保に供しよう

とするときは、その計画 

 なし 

 

第７ 剰余金の使途 

＜主要な業務実績＞ 

 令和５年度は、剰余金の使用実績はなかった。 

 
第８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 
（１）施設及び設備に関する計画 

 なし 
 
（２）職員の人事に関する計画 
  ＜主要な業務実績＞ 
   常勤職員数：161 人（令和６年３月末時点） 
 
（３）積立金の処分に関する事項 

＜主要な業務実績＞ 

   令和５年度は、公害健康被害補償予防業務勘定において、第３期中期目標期間以

前に自己収入財源で取得した固定資産の減価償却見合い 3 百万円を積立金より取

り崩した。 
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（４）その他当該中期目標を達成するために必要な事項 

  ④ 中期目標期間を超える債務負担 

   ＜主要な業務実績＞ 

    令和５年度は、以下に係る調達（少額随意契約の基準金額以下のものを除く。）

について、業務の必要性やスケールメリット等を考慮し、第５期中期目標期間に

わたる契約を行った。 

〇労働者派遣業務（令和５年４月派遣開始予定：２名） 

 （令和５年４月から令和８年３月まで） 

〇令和５事業年度会計監査人による監査業務 

 （令和５年９月から主務大臣による財務諸表承認まで） 

〇公害健康被害補償業務の徴収関連業務 

 （令和５年 10月から令和 10 年９月まで） 

〇汚染負荷量賦課金徴収・審査システムの機能改修等業務 

 （令和５年 12月から令和６年５月まで） 

〇地球環境基金助成金申請システムの保守・運用管理等に関する業務 

 （令和６年１月から令和 11 年３月まで） 

〇例規システムの提供及び運用・保守業務 

 （令和６年２月から令和 11 年３月まで） 

〇情報システム基盤等の更改及び運用保守業務 

 （令和６年２月から令和 11 年 11 月まで） 

〇Web サーバ及び Web コンテンツの構築及び運用保守業務 

 （令和６年２月から令和 11 年３月まで） 

〇人事管理システムの導入及び運用業務 

 （令和６年３月から令和 10 年３月まで） 
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第４期中期目標・第４期中期計画・令和５年度計画（抜粋） 

 

第４ 短期借入金の限度額 

■第４期中期目標の趣旨 

なし 

 

■第４期中期目標の評価指標等、第４期中期計画、令和５年度計画 

第４期中期目標 第４期中期計画 令和５年度計画 

－ 年度内における一時的な資金不足等に対応するため

の短期借入金の限度額は、単年度 4,800 百万円とす

る。 

令和５年度において、一時的な資金不足等が発生し

た場合、その対応のための短期借入金の限度額は、

4,800 百万円とする。 
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第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

 

■第４期中期目標の評価指標等、第４期中期計画、令和５年度計画 

第４期中期目標 第４期中期計画 令和５年度計画 

－ なし なし 

 
 

第６ 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

 

■第４期中期目標の評価指標等、第４期中期計画、令和５年度計画 

第４期中期目標 第４期中期計画 令和５年度計画 

－ なし なし 

 
 

第７ 剰余金の使途 

 

■第４期中期目標の評価指標等、第４期中期計画、令和５年度計画 

第４期中期目標 第４期中期計画 令和５年度計画 

－ 地球環境基金事業及び推進費による業務 地球環境基金事業及び推進費による業務 
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第８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

■第４期中期目標の趣旨 

なし 

 

（１）施設及び設備に関する計画 

■第４期中期目標の評価指標等、第４期中期計画、令和５年度計画 

第４期中期目標 第４期中期計画 令和５年度計画 

－ なし なし 

 
（２）職員の人事に関する計画 

■第４期中期目標の評価指標等、第４期中期計画、令和５年度計画 

第４期中期目標 第４期中期計画 令和５年度計画 

－ 期初の常勤職員数 148 人 

期末の常勤職員数の見込み 161 人 

第４期中期目標期間の期初の常勤職員数 148 人 

第４期中期目標期間の期末の常勤職員数の見込み

161 人 
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（３）積立金の処分に関する事項 

■第４期中期目標の評価指標等、第４期中期計画、令和５年度計画 

第４期中期目標 第４期中期計画 令和５年度計画 

－ 第３期中期目標期間の最終事業年度において、独立

行政法人通則法第 44 条の処理を行ってなお積立金

があるときは、主務大臣の承認を受けた金額につい

て、公害健康被害予防事業、推進費による業務及び

承継業務の財源並びに第３期中期目標期間以前に自

己収入財源で取得し、第４期中期目標期間へ繰り越

した固定資産の減価償却に要する費用等に充てるこ

ととする。 

第３期中期目標期間の最終事業年度において、独立

行政法人通則法第 44 条の処理を行ってなお積立金

が生じ、主務大臣の承認を受けた金額について、公

害健康被害予防事業、推進費による業務及び承継業

務の財源並びに第３期中期目標期間以前に自己収入

財源で取得し、第４期中期目標期間へ繰り越した固

定資産の減価償却に要する費用等に充てることとす

る。  
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